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究
開
発
セ
ン
タ
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例
施
行
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則
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。
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。
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。
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こ
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。
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護
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細
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活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
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す
る
規
則

　

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
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に
改
正

す
る
。

　

様
式
第
三
号
そ
の
五
中

「30　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「30　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

　

31　

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

32　

複
合
型
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

様
式
第
七
十
二
号
の
（
表
）
中

「

福
祉
用
具
貸
与

」
を

「

福
祉
用
具
貸
与

」
に
、

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

「

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

」
を
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「
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

」
に
改
め
る
。

複
合
型
サ
ー
ビ
ス

　

様
式
第
七
十
二
号
別
紙
中

「
（介

護
予
防

）福
祉
用
具
貸
与

専
門
相
談
員

―

」
を

「
（介

護
予
防

）福
祉
用
具
貸
与

専
門
相
談
員

―

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

　

に
、

訪
問
介
護
員

看
護
職
員

」

「

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

介
護
従
事
者

」
を

計
画
作
成
担
当
者

「

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

介
護
従
事
者

計
画
作
成
担
当
者

複
合
型
サ
ー
ビ
ス

介
護
職
員

　

に
改
め
る
。

看
護
職
員

介
護
支
援
専
門
員

」

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
の
用
紙

　

は
、
な
お
当
分
の
間
、
所
要
の
修
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
及
び
福
岡
県
環
境
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
及
び
福
岡
県
環
境
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　
　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を

　

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
中
「
同
意
又
は
認
可
の
」
を
「
協
議
書
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第

八
条
第
四
項
の
」
の
下
に
「
協
議
書
又
は
」
を
加
え
、
「
公
園
事
業
執
行
認
可
申
請
（
執
行
協
議
）

書
」
を
「
公
園
事
業
執
行
協
議
書
（
認
可
申
請
書
）
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
の
見
出
し
中
「
同
意
」
を
「
協
議
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
の
二
の
見
出
し
中
「
同
意
又
は
認
可
の
」
を
「
協
議
書
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
第
八
条
第
七
項
の
」
の
下
に
「
協
議
書
又
は
」
を
加
え
、
「
公
園
事
業
変
更
認
可
申
請
（
変
更
協

議
）
書
」
を
「
公
園
事
業
変
更
協
議
書
（
認
可
申
請
書
）
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
の
三
の
見
出
し
中
「
同
意
」
を
「
協
議
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
中
「
同
意
」
を
「
協
議
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
同
意
」
を
「
協
議
」
に

、
「
公
園
事
業
合
併
（
分
割
）
承
継
承
認
申
請
（
承
継
協
議
）
書
」
を
「
公
園
事
業
合
併
（
分
割
）

承
継
協
議
書
（
承
認
申
請
書
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
協
議
書
又
は
」

を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
同
意
を
得
た
」
を
「
協
議
を
し
た
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
同
意
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
執
行
認
可
（
執
行
同
意
）
の

失
効
届
出
書
」
を
「
執
行
認
可
の
失
効
届
出
書
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
第
十
八
号
の
十
二
中
「
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
」
を
「
協
議
し
そ
の
同
意
を
得
た

、
若
し
く
は
協
議
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
五
号
の
六
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
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に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
指
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
内
に
お
い
て

、
同
法
」
を
「
県
指
定
鳥
獣
保
護
区
内
に
お
い
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
」
に
、
「
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
」
を
「
協
議
し
そ
の
同
意
を
得
た
、
若
し
く
は
協
議
し
た

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
注
以
外
の
部
分
中
「公

園
事
業
執
行
認
可
申
請

（執
行
協
議

）書

」
を
「公

園
事
業

執
行
協
議
書

（認
可
申
請
書

）
」
に
、
「申

請
者

（協
議
者

）
」
を
「協

議
者

（申
請
者

）
」
に
、

「第
８
条
第
３
項

（第
２
項

）
」
を
「第

８
条
第
２
項

（第
３
項

）
」
に
、
「申

請

（協
議

）し
ま

す

」
を
「協

議

（申
請

）を
し
ま
す

」
に
改
め
、
同
様
式
注
１
中
「申

請

（協
議

）
」
を
「協

議

（

申
請

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
注
以
外
の
部
分
中
「公

園
事
業
変
更
認
可
申
請

（変
更
協
議

）書

」
を
「公
園
事
業

変
更
協
議
書

（認
可
申
請
書

）
」
に
、
「申

請
者

（協
議
者

）
」
を
「協

議
者

（申
請
者

）
」
に
、

「執
行
認
可
を
受
け
た

（同
意
を
得
た

）
」
を
「執

行
の
協
議
を
し
た

（認
可
を
受
け
た

）
」
に
、

「申
請

（協
議

）し
ま
す

」
を
「協

議

（申
請

）を
し
ま
す

」
に
改
め
、
同
様
式
注
１
中
「執

行
認

可
を
受
け
た

（同
意
を
得
た

）
」
を
「執

行
の
協
議
を
し
た

（認
可
を
受
け
た

）
」
に
、
「許

可
書

（同
意
書

）
」
を
「協

議
回
答
書

（認
可
書

）
」
に
改
め
、
同
様
式
注
３
中
「執

行
認
可
を
受
け
た

（同
意
を
得
た

）
」
を
「執

行
の
協
議
を
し
た

（認
可
を
受
け
た

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
注
以
外
の
部
分
中
「執

行
認
可
を
受
け
た

（同
意
を
得
た

）
」
を
「執

行
の
協
議
を

し
た

（認
可
を
受
け
た

）
」
に
改
め
、
同
様
式
注
１
中
「執

行
認
可
を
受
け
た

（同
意
を
得
た

）
」

を
「執

行
の
協
議
を
し
た

（認
可
を
受
け
た

）
」
に
、
「認

可
書

（同
意
書

）
」
を
「協

議
回
答
書

（認
可
書

）
」
に
改
め
、
同
様
式
注
２
中
「執

行
認
可
を
受
け
た

（同
意
を
得
た

）
」
を
「執

行
の

協
議
を
し
た

（認
可
を
受
け
た

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
注
以
外
の
部
分
中
「公

園
事
業
合
併

（分
割

）承
継
承
認
申
請

（承
継
協
議

）書
」

を
「公

園
事
業
合
併

（分
割

）承
継
協
議
書

（承
認
申
請
書

）
」
に
、
「申

請
し
ま
す

（協
議
し
ま

す

）
」
を
「協

議

（申
請

）を
し
ま
す

」
に
、
「執

行
認
可
を
受
け
た

（同
意
を
得
た

）
」
を
「執

行
の
協
議
を
し
た

（認
可
を
受
け
た

）
」
に
改
め
、
同
様
式
注
１
中
「執

行
認
可
を
受
け
た

（同
意

を
得
た

）
」
を
「執

行
の
協
議
を
し
た

（認
可
を
受
け
た

）
」
に
、
「認

可
書

（同
意
書

）
」
を
「

協
議
回
答
書

（認
可
書

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
注
以
外
の
部
分
中
「執

行
認
可
を
受
け
た

（同
意
を
得
た

）
」
を
「執

行
の
協
議
を

し
た

（認
可
を
受
け
た

）
」
に
改
め
、
同
様
式
注
２
中
「執

行
認
可
を
受
け
た

（同
意
を
得
た

）
」

を
「執

行
の
協
議
を
し
た

（認
可
を
受
け
た

）
」
に
、
「認

可
書

（同
意
書

）
」
を
「協

議
回
答
書

（認
可
書

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
注
以
外
の
部
分
中
「執

行
認
可

（執
行
同
意

）の
失
効
届
出
書

」
を
「執

行
認
可
の

失
効
届
出
書

」
に
改
め
、
「
（執

行
同
意

）
」
及
び
「
（同

意
を
得
た

）
」
を
削
り
、
同
様
式
注
１

中
「
（同
意
を
得
た

）
」
及
び
「
（同

意
書

）
」
を
削
る
。

（
福
岡
県
環
境
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
環
境
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
十
七
号
）
の

　

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
第
九
号
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
、
「
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た

」
を
「
協
議
し
そ
の
同
意
を
得
た
、
若
し
く
は
協
議
し
た
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

知
事
が
管
理
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
七
号

　
　
　

知
事
が
管
理
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

知
事
が
管
理
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
三
号
イ
中
「
閲
覧
」
の
下
に
「
又
は
交
付
」
を
加
え
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し

、
同
号
ニ
中
「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
（
三
・
五
イ
ン
チ
で
二
Ｈ
Ｄ
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

、
」
及
び
「
（
六
百
五
十
メ
ガ
バ
イ
ト
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
す
る

。	

　

第
十
条
の
見
出
し
中
「
公
文
書
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
交
付
」
の
下
に
「
及

び
条
例
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
情
報
提
供
に
係
る
行
政
資
料
の
写
し
の
交
付
」
を
加
え
、
「
別
表
第

一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
公
文
書
の
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を

削
る
。
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別
表
第
一
を
別
表
と
し
、
同
表
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五　

電
磁
的
記
録
（
三
の

　

項
及
び
四
の
項
に
該
当

　

す
る
も
の
を
除
く
。
）

一　

用
紙
に
出
力
し
た
も
の
（
単
色

　

刷
り
）

用
紙
一
枚
に
つ
き

十
円

二　

用
紙
に
出
力
し
た
も
の
（
多
色

　

刷
り
）

用
紙
一
枚
に
つ
き

三
十
円

三　

Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
に
複
写
し
た
も
の

一
枚
に
つ
き

八
十
円

四　

そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に

　

複
写
し
た
も
の

当
該
写
し
の
作
成
に
要
す
る

費
用
に
相
当
す
る
額

　

別
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考　

一
の
項
、
二
の
項
又
は
五
の
項
一
若
し
く
は
二
の
場
合
に
お
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ

列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
両
面
印
刷
の
用
紙
を
用
い
る

と
き
は
、
片
面
を
一
枚
と
し
て
算
定
す
る
。

　

別
表
第
二
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
八
号
　

　
　
　

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則

　
　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七

年
福
岡
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
第
三
号
イ
中
「
閲
覧
」
の
下
に
「
又
は
交
付
」
を
加
え
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し

、
同
号
ニ
中
「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
（
三
・
五
イ
ン
チ
で
二
Ｈ
Ｄ
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

、
」
及
び
「
（
六
百
五
十
メ
ガ
バ
イ
ト
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
す
る

。
　

別
表
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五　

電
磁
的
記
録
（
三
の

　

項
及
び
四
の
項
に
該
当

　

す
る
も
の
を
除
く
。
）

一　

用
紙
に
出
力
し
た
も
の
（
単
色

　

刷
り
）

用
紙
一
枚
に
つ
き

十
円

二　

用
紙
に
出
力
し
た
も
の
（
多
色

　

刷
り
）

用
紙
一
枚
に
つ
き

三
十
円

三　

Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
に
複
写
し
た
も
の

一
枚
に
つ
き

八
十
円

四　

そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に

　

複
写
し
た
も
の

当
該
写
し
の
作
成
に
要
す
る

費
用
に
相
当
す
る
額

別
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考　

一
の
項
、
二
の
項
又
は
五
の
項
一
若
し
く
は
二
の
場
合
に
お
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ

列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
両
面
印
刷
の
用
紙
を
用
い
る

と
き
は
、
片
面
を
一
枚
と
し
て
算
定
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
二
条
第
三
号
中
「
部
の
附
置
機
関
（
鉄
道
警
察
隊
及
び
科
学
捜
査
研
究
所
」
を
「
福
岡
市
警
察
本

部
を
含
み
、
部
の
附
置
機
関
（
自
動
車
警
ら
隊
、
鉄
道
警
察
隊
、
科
学
捜
査
研
究
所
及
び
機
動
捜
査
隊

」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
鉄
道
警
察
隊
及
び
科
学
捜
査
研
究
所
」
を
「
自
動
車
警
ら
隊
、
鉄
道
警

察
隊
、
科
学
捜
査
研
究
所
及
び
機
動
捜
査
隊
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
九
条
中
「
課
（
室
）
長
」
を
「
課
（
室
・
所
・
隊
）
長
」
に
改
め
る
。
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第
百
二
十
八
条
第
三
項
中
「
資
金
管
理
要
綱
」
を
「
歳
計
現
金
等
運
用
要
綱
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
四
条
第
二
号
及
び
第
七
号
中
「
課
（
室
・
所
）
長
」
を
「
課
（
室
・
所
・
隊
）
長
」
に

改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
七
条
第
二
項
中
「
各
課
（
室
・
所
）
」
を
「
各
課
（
室
・
所
・
隊
）
」
に
、
「
課
（
室

・
所
）
長
」
を
「
課
（
室
・
所
・
隊
）
長
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
四
十
三
条
第
四
項
中
「
課
（
室
・
所
）
長
」
を
「
課
（
室
・
所
・
隊
）
長
」
に
改
め
る
。

　

別
表
二
財
務
担
当
所
名
の
欄
中

「
自
動
車
警
ら
隊　
　
　
　
　
　
　

「
交
通
機
動
隊

　

機
動
捜
査
隊　

交
通
機
動
隊　

を　

高
速
道
路
交
通
警
察
隊　
　
　

に
改
め
る
。

　

高
速
道
路
交
通
警
察
隊　
　
　
　
　

第
一
機
動
隊　

第
二
機
動
隊
」

　

第
一
機
動
隊　

第
二
機
動
隊
」

　

別
表
六
通
知
者
の
欄
中
「
課
（
室
・
所
）
長
」
を
「
課
（
室
・
所
・
隊
）
長
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

様式第５３号（第68条） 

 

寸法 縦2.15センチメートル

   横  4.3センチメートル

刷色 濃青色 

寸法 縦2.15センチメートル

   横  4.3センチメートル

刷色 オリーブ色 

寸法 縦2.15センチメートル

   横  4.3センチメートル

刷色 黄緑色 

寸法 縦2.15センチメートル

   横  4.3センチメートル

刷色 黄橙色 

寸法 縦2.15センチメートル

   横  4.3センチメートル

刷色 空色 

寸法 縦2.15センチメートル

   横  4.3センチメートル

刷色 桃色 

寸法 縦2.15センチメートル

   横  4.3センチメートル

刷色 柿色 

寸法 縦2.15センチメートル

   横  4.3センチメートル

刷色 緑色 

寸法 縦2.15センチメートル

   横  4.3センチメートル

刷色 茶色 

寸法 縦2.15センチメートル

   横  4.3センチメートル

刷色 紫色 

寸法 縦2.15センチメートル

   横  4.3センチメートル

刷色 赤色 

寸法 縦2.15センチメートル

   横  4.3センチメートル

刷色 青色 

寸法 縦2.15センチメートル

   横  4.3センチメートル

刷色 樺色 

  

 

 

 

 

 

 

寸法 縦2.55センチメートル

   横 3.6センチメートル

刷色 うぐいす色 

 

寸法 縦2.55センチメートル

   横 3.6センチメートル

刷色 黄緑色 

 

寸法 縦2.55センチメートル

   横 3.6センチメートル

刷色 青色 

 

寸法 縦2.55センチメートル

   横 3.6センチメートル

刷色 紫色 

 

寸法 縦2.55センチメートル

   横 3.6センチメートル

刷色 紅色 

 

寸法 縦2.55センチメートル

   横 3.6センチメートル

刷色 黄茶色 

 

寸法 縦2.55センチメートル

   横 3.6センチメートル

刷色 灰味赤茶色 

 

寸法 縦2.55センチメートル

   横 3.6センチメートル

刷色 暗い黄味茶色 

 

寸法 縦2.55センチメートル

   横 3.6センチメートル

刷色 灰味オリーブ色 

 

寸法 縦2.55センチメートル

   横 3.6センチメートル

刷色 にぶ緑色 

 

寸法 縦2.55センチメートル

   横 3.6センチメートル

刷色 にぶ青紫色 

 

寸法 縦2.55センチメートル

   横 3.6センチメートル

刷色 灰味紫色 

 

寸法 縦2.55センチメートル

   横 3.6センチメートル

刷色 にぶ赤紫色 
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様
式
第
百
三
十
一
号
そ
の
二
か
ら
様
式
第
百
三
十
二
号
そ
の
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１３１号その２（第 154 条、第 167 条）（物品購入用） 
様式第１３２号その２（第 163 条、第 167 条）（  〃  ） 

 
（表） 

入 札 書（見積書）（請書）  
￥               

履行期限 月    日 履行場所 課（室）

品    名 規 格 数 量 単  価 金  額 摘   要 

      

      

      

合    計      

 
 上記のとおり入札（見積）いたします。 
 福岡県     殿 

年  月  日 
住  所           
氏  名         印 

 
１ 契約内容 上記のとおり 
２ 契約金額 ￥          
   （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥       ） 
３ 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の 100 分の 10
 の金額を納入します。 
  なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。 
４ 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金とし
て遅延日数に応じ１年につき、未納部分の代金の 73.0 パーセントの金額を納入しま
す。 

５ 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除
されても異議ありません。この場合において、解除により私に損害があっても、福
岡県にその損害の賠償を求めません。 

 (1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭
和 22 年法律第 54 号）第３条の規定に違反する行為（私を構成事業者とする事業
団体の同法第８条第１号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」
という。）があったとして同法第 49 条第１項に規定する排除措置命令を行い、か
つ、当該排除措置命令が同条第７項又は第 52 条第５項の規定により確定したと
き。 

 (2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第 50 条第１項に規

定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が同条第５項又は同法第 52 条第

５項の規定により確定したとき。 

 (3) 公正取引委員会が、同法第 66 条第１項の規定により審判請求を却下したとき、

又は同条第２項の規定により審判請求を棄却したとき。 

 (4) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法（明治 40 年法律第

45 号）第 96 条の 6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。 

６ 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、

契約を解除するか否かを問わず、契約金額の 100 分の 20 に相当する金額を賠償金と

して福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後も同

様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではあ

りません。 

７ 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、
福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。 
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（裏） 

８ 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があった

ときは、この契約を解除されても異議ありません。この場合において、解除により

私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金として福岡

県に契約金額の 100 分の 10 の金額を納入します。 

 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以

下「暴力的組織」という。）であるとき。 

 (2) 役員等（個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の

役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同

じ。）が、暴力的組織の構成員（構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員

等」という。）となっているとき。 

 (3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。 

 (4) 第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契

約（一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。）又は資材、原材料の購入契約

等を締結したとき（事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事実

の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。）。 

 (5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える

目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 

 (6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

 (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の

利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく

は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若

しくは便宜を供与したとき。 

 (8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会

的に非難される関係を有しているとき（暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等

を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に

出席すること等）。 

９ 前項第１号又は第２号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を

求められたときは、速やかに提出します。 

 

 福岡県     殿 

 

年  月  日 

契約者住所           

氏   名         印 

 

 備考 １ 入札（見積）金額は、契約希望金額の 105 分の 100 に相当する金額を記入す

ること。 

    ２ 契約金額は、入札書（見積書）に記載された金額に当該金額の 5%に相当する

金額を加算した金額（１円未満切捨て）を記入すること。 

    ３ 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、

金額は、契約金額に 105 分の 5を乗じて得た額（1円未満切捨て）を内数で記

入すること。 
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様式第１３１号その３（第 154 条、第 167 条）（賃借用） 

様式第１３２号その３（第 163 条、第 167 条）（ 〃 ） 

 

（表） 

入 札 書（見積書）（請書） 
 

￥              
 

課（財務担当所）名     
 

 
使 用 期 間   年 月 日～ 年 月 日 使用課（財務

担当所）名 
 

賃 借 件 名 土地・家屋・会場・自動車・船舶・その他（   ） 

所在地（目的地）  

名      称  

構造（車種・定員）  

 

内 

 

訳 

区     分 数  量 時  間 単  価 金     額 

     

     

     

     

備考 
 
 上記のとおり入札（見積）いたします。 

 福岡県      殿 

 

年  月  日  

住  所             

氏  名          印  

 

１ 契約内容 上記のとおり 

２ 契約金額 ￥ 

   （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥           ） 

３ 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の 100 分の 10 の金

額を納入します。 

４ 私の責任において履行の遅延をしたときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ１年に

つき、未納部分の代金の 3.1 パーセントの金額を納入します。 

５ 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があったとき

は、この契約を解除されても異議ありません。この場合において、解除により私に損害

があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金として県に契約金額の 100

分の 10 の金額を納入します。 

 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以下「暴

力的組織」という。）であるとき。 

 (2) 役員等（個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員

又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。）が、暴

力的組織の構成員（構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。）とな

っているとき。 

 (3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。 
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（裏） 

 (4) 第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約

（一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。）又は資材、原材料の購入契約等を

締結したとき（事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後

速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。）。 

 (5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 

 (6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

 (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益

を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員

等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を

供与したとき。 

 (8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に

非難される関係を有しているとき（暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等を共にす

ること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に出席すること

等）。 

６ 前項第１号又は第２号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求め

られたときは、速やかに提出します。 

 

  

 福岡県      殿 

 

年  月  日  

契約者住所             

氏   名          印  

 

備考 １ 入札（見積）金額（土地のみの１月以上の賃借に係るものを除く。）は、契約希

望金額の 105 分の 100 に相当する金額を記入すること。 

   ２ 契約金額は、入札書（見積書）金額に当該金額の５％に相当する金額を加算し

た金額（１円未満切捨て）を記入すること。 

   ３ 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、

金額は、契約金額に 105 分の 5を乗じて得た額（１円未満切捨て）を内数で記入

すること。 
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様式第１３１号その４（第154条、第167条）（電子集約物品購入用） 
様式第１３２号その４（第163条、第167条）（    〃    ） 

 
（表） 

入   札   書（見積書）（請書） 
 

※くじ番号    

 ￥              

発 注 番 号  調達案件名称  

履 行 期 限  履 行 場 所  
 

品  名 
 

規   格 
数 量 

単 価 金   額 摘  要 
単 位 

       
 

      
 

      
 

合  計 
     

 
 

 上記のとおり入札（見積）いたします。 

 

  福岡県     殿 

年  月  日 

住  所              

氏  名            印 

資格審査登録番号          

 

 １ 契約内容 上記のとおり 

 ２ 契約金額 ￥           

  （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥           ） 

 ３ 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入
します。 

   なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。 
 ４ 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応

じ1年につき、未納部分の代金の73.0パーセントの金額を納入します。 
 ５ 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除されても異議あ

りません。この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めま
せん。 

  (1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54
号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違
反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第49条第1項に規定す
る排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が同条第7項又は同法第52条第5項の規定により
確定したとき。 

  (2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第50条第1項に規定する課徴金の
納付を命じ、かつ、当該納付命令が同条第5項又は同法第52条第5項の規定により確定したとき。

  (3) 公正取引委員会が、同法第66条第1項の規定により審判請求を却下したとき、又は同条第2項の
規定により審判請求を棄却したとき。 

  (4) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又
は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 

 ６ 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除する
か否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内
に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要が
ないと認めるときは、この限りではありません。 
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（裏） 

 ７ 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超

える金額を併せて請求することについて異議ありません。 

８ 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があったときは、この契

約を解除されても異議ありません。この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県に

その損害の賠償を求めず、かつ、違約金として福岡県に契約金額の100分の10の金額を納入しま

す。 

 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以下「暴力的組織」

という。）であるとき。 

 (2) 役員等（個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個

人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。）が、暴力的組織の構成員（構

成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。）となっているとき。 

 (3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。 

 (4) 第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約（一次及び二

次下請以降全ての下請契約を含む。）又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき（事実を知

らずに契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是

正措置を行わないときを含む。）。 

 (5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、

暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 

 (6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

 (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的

若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又

は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 

 (8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される

関係を有しているとき（暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等を共にすること、暴力的組織又

は構成員等が主催するパーティーその他の会合に出席すること等）。 

９ 前項第１号又は第２号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたとき

は、速やかに提出します。 
  

  福岡県    殿 

年  月  日 

 

 

                契約者住所 

 

                氏   名                 印 

 

 

 ※ くじ番号は、電子入札対象案件(電子情報処理組織（契約担当者の使用に係る電子計算機と入札参加者

の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）を使用して行う入札手続きの対象とな

る案件)の場合は必ず0から999までの任意の数字を記入すること。 
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様式第１３３号の２（第 166 条）（本庁、財務担当所） 

 

物 品 売 買 契 約 書 

 

 物品の売買に関し、福岡県（以下「発注者」という。）と       （以下「受注

者」という。）との間に次のとおり契約を締結する。 

 

 （売買） 

第１条 受注者は、別表１に掲げる物品（以下「物品」という。）を発注者に売り渡し、

発注者は、これを買い受ける。 

 （物品の数量等） 

第２条 物品の数量、契約金額、履行期限、履行場所、契約保証金等は別表１のとおりと

し、物品の規格、構造、形状、寸法等は、別表２のとおりとする。 

 （検査） 

第３条 受注者が物品を納入するときは、あらかじめその旨を発注者に通知しなければな

らない。 

２ 発注者は、受注者が物品を納入するときは、受注者の立会いのもとに検査を行う。 

 （代金の支払） 

第４条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請求書により売買代金の支払い

を発注者に請求する。 

２ 発注者は、前項の請求があったときには、その日から 30 日以内に受注者に支払わなけ

ればならない。 

 （部分払） 

第５条 発注者が必要と認める場合は、受注者は、物品の完納前に物品の既納部分に相当

する金額以内の金額の部分払を発注者に請求することができる。 

 （取替え又は補修） 

第６条 納入した物品が、    か月以内に発注者の責めに帰すべき理由によらないで

破損し、又は故障したときは、発注者は受注者に対し、その取替え又は補修の要求をす

ることができる。 

２ 受注者は、発注者から前項の要求があったときは、受注者の費用で、発注者の指定す

る期日までに取替え又は補修をしなければならない。受注者がこれを行わないときは、

発注者はこれを代行し、その費用は受注者が負担する。 

 （遅滞損害金） 

第７条 発注者は、受注者がその責めに帰すべき理由によって履行期限までに履行を終わ

らなかったときは、遅滞損害金を徴収する。 

２ 前項の遅滞損害金の額は、履行期限の翌日から起算し、物品の完納までの期間に応じ、

１年につき未納部分の代金の 73.0 パーセントに相当する金額とする。 

 （納期の延期） 

第８条 発注者は、受注者の申請により、天災地変その他受注者の責めに帰すべき理由に

よらないで履行期限までに履行できないと認めたときは、履行期限の延期をすることが
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できる。 

 （契約の解除） 

第９条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除するこ

とができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠

償の責めを負わない。 

 (1) 履行期限までに履行を終わる見込みがないと認めたとき。 

 (2) 天災地変その他受注者の責めに帰すべき理由によらないで履行期限までに履行でき

ないと認めたとき。 

 (3) 受注者に誠意がなく、完全に契約の履行を終わる見込みがないと認めたとき。 

 (4) 履行に関し不正の行為があると認めたとき。 

２ 発注者は、この契約に関して受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契

約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、

発注者はその賠償の責めを負わない。 

 (1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和 22 年法律第 54 号）第３条の規定に違反する行為（受注者を構成事業者とする事業

者団体の同法第８条第１号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」と

いう。）があったとして同法第 49 条第１項に規定する排除措置命令を行い、かつ、当

該排除措置命令が同条第７項又は同法第 52 条第５項の規定により確定したとき。 

 (2) 公正取引委員会が、受注者に独占禁止法違反があったとして同法第 50 条第１項に規

定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が同条第５項又は同法第 52 条第５項

の規定により確定したとき。 

 (3) 公正取引委員会が、同法第 66 条第１項の規定により審判請求を却下したとき、又は

同条第２項の規定により審判請求を棄却したとき。 

 (4) 受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法（明治 40 年法律

第 45 号）第 96 条の 6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。 

３ 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者（受注者が共同企業体であるときは、

その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当す

るときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に

損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 

 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以下「暴

力的組織」という。）であるとき。 

 (2) 役員等（個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員

又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。）が、

暴力的組織の構成員（構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。）

となっているとき。 

 (3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 

 (4) 第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約（一

次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。）又は資材、原材料の購入契約等を締結

したとき。 

 (5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的
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をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 

 (6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

 (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益

を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員

等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を

供与したとき。 

 (8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に

非難される関係を有しているとき。 

 （違約金） 

第 10 条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により契約を解除したときは、違約金を

徴収する。 

２ 前項の違約金の額は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額とし、この違約金の徴収

は、発注者の損害賠償の請求を妨げない。 

３ 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている

ときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

 (賠償の予定) 

第 10 条の２ 前条の規定にかかわらず、受注者は、第９条第２項の規定により発注者が契

約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額

の100分の20に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わ

なければならない。契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、発注者が支払う必

要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合におい

て、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。 

 （補 則） 

第 11 条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、政府契約の

支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）及び福岡県財務規則（昭和 39

年福岡県規則第 23 号）の定めるところによる。 

 （協 議） 

第 12 条 この契約に定めるもののほか、疑義を生じたとき又は必要な事項については、発

注者と受注者が協議して定める。 
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  この契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通

を保有する。 

 

      年  月  日 

 

 

発注者     福岡県                    

代表者  職名 氏名             

 

 

受注者 住 所（事務所の所在地）               

 

氏 名（会社の名称及び代表者名）        印  

 

職 印 
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別表１ 
 

物 品 名 
 

 

 

数 量 
 

 

 

契 約 金 額 

（うち取引に係る消費税及び

地方消費税の額） 
 

 

￥             

 

（ ￥            ） 

 

履 行 期 限 
 

 

 

履 行 場 所 
 

 

 

契 約 保 証 金 
 

 

 

そ の 他 
 

 

 備考 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は、受注者が課税事業者である場合 

に、契約金額の 105 分の 5を乗じて得た額（１円未満切捨て）を内数で記入するこ

と。 
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別表２ 
 

物 品 の 規 格 
 

 

 

物 品 の 構 造 
 

 

 

物 品 の 形 状 
 

 

 

物 品 の 寸 法 
 

 

 

製 作 会 社 名 
 

 

 

そ の 他 
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の
10の

」
に
、
「工

（納

）期
の
遅
延
を
し
た

」
を
「工

期
内
に
工
事
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た

」
に
、
「一

」
を
「い

ず
れ
か

」
に
、
「あ

つ
た

」
を
「あ

っ
た

」
に
、
「、

契
約
を

」
を
「、

こ
の
契
約
を

」
に
、
「あ

つ
て

」
を
「あ

っ
て

」
に
、
「と

し
て
県

」
を
「と

し
て
福
岡
県

」
に
、
「

（個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
法
人
の
役
員

（役
員
と
し
て
登
記

又
は
届
出
が
さ
れ
て
い
な
い
が
、
事
実
上
経
営
に
参
画
し
て
い
る
者
を
含
む
。

）を
い
う
。
以
下
同
じ

。

）
」
を
「
（個

人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
法
人
の
役
員

又
は
当
該
個
人
若
し
く
は
法
人
の
経
営
に
事
実
上
参
画
し
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
」
に
、

「な
つ
て

」
を
「な

っ
て

」
に
改
め
、
同
様
式
の
（
裏
）
中
「暴

力
的
組
織
又
は
構
成
員
等
で

」
を
「

第
１
号
又
は
第
２
号
に
該
当
す
る
も
の
で

」
に
、
「そ

の
者

」
を
「そ

の
も
の

」
に
改
め
、
「下
請
契

約

」
の
次
に
「
（一

次
及
び
二
次
下
請
以
降
全
て
の
下
請
契
約
を
含
む
。

）
」
を
加
え
、
「あ

つ
て

」

を
「あ

っ
て

」
に
、
「も

つ
て

」
を
「も

っ
て

」
に
改
め
、
「役

員
等

」
の
次
に
「又
は
使
用
人

」
を

加
え
、
「請

負
人

」
を
「請

負
者

」
に
、
「記

入
さ
せ
る

」
を
「記

入
す
る

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
九
十
三
号
及
び
様
式
第
百
九
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１９３号（第 252 条）（本庁、財務担当所） 

様式第１９４号（第 252 条）（本庁、財務担当所） 

（表） 

 

物 品 貸 付 申 込 書 

No.       

 
 

    年  月  日 

          殿 

住 所        印  

氏 名           

  下記の物品を借り受けたいので申請します。 
 

 
品     名 

 

 
規   格 

 
数  量
（単位）

借受希望価格 備  考 

     

     

     

     

     

合      計     
 
借受希望期間 
 年 月 日から 年 月 日まで
 

 

借受の目的及び使用場所 
 

 

 貸付条件 
  １ 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する費用（貸付目的などに

より特に借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。）は、
借受人において負担すること。 

  ２ 貸付物品は、修繕（軽微な修繕を除く。）その他物品の原状を変更しよ
うとするときは、あらかじめ承認を受けること。 

  ３ 貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。 
  ４ 貸付物品は、転貸又は担保に供しないこと。 
  ５ 貸付物品は、貸付目的以外の目的及び指定を受けた場所以外の場所の使

用をしないこと。 
  ６ 貸付物品について亡失し、又は損傷し、その他事故を生じたときは直ち

に報告書を提出すること。 
  ７ 貸付物品について生じた事故が借受人の責に帰すべき理由によるもの

であるときはその損害を賠償すること。 
  ８ 借受人が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し

通知があったときは、貸付物品を福岡県に返還すること。この場合におい
て、返還により借受人に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求め
ないこと。 

   (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある
組織（以下「暴力的組織」という。）であるとき。 

   (2) 役員等（個人である場合におけるその者、法人である場合におけるそ
の法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している
者をいう。以下同じ。）が、暴力的組織の構成員（構成員とみなされる
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（裏） 

 

  

場合を含む。以下「構成員等」という。）となっているとき。 

   (3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用している

とき。 

   (4) 第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのもの

と下請契約（一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。）又は資材、

原材料の購入契約等を締結したとき（事実を知らずに契約等を締結した

場合であっても、当該事実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是

正措置を行わないときを含む。）。 

   (5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 

   (6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

   (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者

の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、

暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは

構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 

   (8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、

又は社会的に非難される関係を有しているとき（暴力的組織又は構成員

等と飲食、遊技等を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催する

パーティーその他の会合に出席すること等）。 

 ９ 前項第１号又は第２号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の

提出を求められたときは、速やかに提出すること。 

 

   物品借受書    年  月  日 

  上記の物品を借り受けました。なお、決定事項及び貸付条件の履行を誓約し

ます。 

借受者氏名            印 
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様
式
第
二
百
七
号
備
考
中
「管

財
課

」
を
「総

務
事
務
セ
ン
タ
ー

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

目
次
中

「
第
一
款　

職
員
研
修
所
（
第
六
十
六
条
―
第
六
十
八
条
）
」
を

「
第
一
款　

職
員
研
修
所
（
第
六
十
六
条
―
第
六
十
八
条
）　
　
　
　
　
　

に
、

　

第
一
款
の
二　

公
文
書
館
（
第
六
十
八
条
の
二
―
第
六
十
八
条
の
四
）
」

「
第
二
款　

農
業
大
学
校
（
第
百
六
十
五
条
―
第
百
六
十
七
条
）　

						

　

第
三
款　

病
害
虫
防
除
所
（
第
百
六
十
八
条
―
第
百
七
十
条
）　
　
　

を

　

第
四
款　

農
業
総
合
試
験
場
（
第
百
七
十
一
条
―
第
百
七
十
三
条
）
」

「
第
二
款　

農
業
総
合
試
験
場
（
第
百
六
十
五
条
―
第
百
六
十
七
条
）

　

第
三
款　

病
害
虫
防
除
所
（
第
百
六
十
八
条
―
第
百
七
十
条
）　
　
　

に
改
め
る
。

　

第
四
款　

農
業
大
学
校
（
第
百
七
十
一
条
―
第
百
七
十
三
条
）　
　

」

　

第
二
条
第
四
号
中
「
農
業
大
学
校
、
農
業
総
合
試
験
場
」
を
「
農
業
総
合
試
験
場
、
農
業
大
学
校
」

に
改
め
、
「
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
並
び
に
」
の
下
に
「
福
岡
県
立
公
文
書
館
条
例
（
平
成
二
十

四
年
福
岡
県
条
例
第
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
公
文
書
館
並
び
に
」
を
加
え
る
。

　

第
七
条
第
一
項
の
表
中
「
秘
書
第
一
係　

秘
書
第
二
係
」
を
「
秘
書
係
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

一
号
の
表
中

「
県
民
情
報
広
報
課

報
道
係　

広
報
係　

広
聴
係　

情
報
公
開

係

消
防
防
災
課

国
民
保
護
係　

消
防

係　

防
災
企
画
係　

防
災
指
導
係　

防
災

情
報
通
信
係

」
を

「
県
民
情
報
広
報
課

報
道
係　

広
報
係　

広
聴
係　

情
報
公
開

係

」
に
、

「
私
学
学
事
振
興
局

学
事
課

管
理
係　

大
学
係　

宗
教
係

」
を

私
学
振
興
課

私
学
第
一
係　

私
学

第
二
係

「
私
学
学
事
振
興
局

学
事
課

管
理
係　

大
学
係　

宗
教
係

」
に
改
め
、
同

私
学
振
興
課

私
学
第
一
係　

私
学

第
二
係

防
災
危
機
管
理
局

防
災
企
画
課

防
災
企
画
係　

防
災

情
報
係　

原
子
力
安

全
対
策
係　

国
民
保

護
係

消
防
防
災
指
導
課

消
防
係　

防
災
指
導

係

項
第
二
号
の
表
調
査
統
計
課
の
項
中
「
統
計
調
整
係　

統
計
分
析
係　

生
活
統
計
第
一
係　

生
活
統
計

第
二
係　

経
済
統
計
係
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
の
表
健
康
増
進
課
の
項
中
「
精
神
保
健
係
」
を
削
り

、
同
項
第
七
号
の
表
国
際
経
済
観
光
課
の
項
中
「
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
係　

海
外
企
業
誘
致
係
」
を
「

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
第
一
係　

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
の
表
中

「
農
林
水
産
政
策
課

総
務
係　

予
算
第
一

係　

予
算
第
二
係　

予
算
第
三
係　

企
画

係
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農
山
漁
村
振
興
課

企
画
調
整
係　

中
山

間
地
域
振
興
係　

農

業
振
興
地
域
係　

農

地
係　

技
術
管
理
係

　

入
札
係

」
を

農
林
水
産
物
安
全
課

食
の
安
全
係　

生
産

管
理
係　

生
産
環
境

係

「
農
林
水
産
政
策
課

総
務
係　

予
算
第
一

係　

予
算
第
二
係　

予
算
第
三
係　

企
画

係　

研
究
調
整
係

」
に
、

農
山
漁
村
振
興
課

中
山
間
地
域
振
興
係

　

技
術
管
理
係　

入

札
係　

計
画
調
整
係

　

森
林
計
画
係　

森

林
保
全
係

食
の
安
全
・
地
産
地
消
課

食
の
安
全
係　

地
産

地
消
推
進
係　

生
産

安
全
係

「
水
田
農
業
振
興
課

食
糧
係　

農
産
係　

水
田
振
興
係　

生
産

構
造
改
善
係

経
営
技
術
支
援
課

経
営
総
務
係　

経
営

企
画
係　

経
営
支
援

係　

研
究
調
整
係

畜
産
課

企
画
流
通
係　

環
境

飼
料
係　

生
産
係　

衛
生
係

農
村
整
備
課

農
村
総
務
係　

管
理

係　

計
画
係　

国
営

事
業
対
策
係　

基
盤

整
備
係　

農
村
整
備

係　

農
地
保
全
係

　

を

林
業
振
興
課

林
業
総
務
係　

木
材

流
通
係　

特
産
・
振

興
係　

造
林
係　

林

道
係　

緑
化
係

森
林
保
全
課

保
安
林
係　

治
山
係

　

森
林
計
画
係　

森

林
再
生
係　

開
発
指

導
係　

県
営
林
係

」

「
水
田
農
業
振
興
課

農
産
振
興
係　

水
田

農
業
経
営
係　

農
村

集
落
係　

農
業
振
興

地
域
係　

農
地
係

経
営
技
術
支
援
課

経
営
総
務
係　

経
営

企
画
係　

女
性
農
業

者
支
援
係　

生
産
資

材
係

畜
産
課

企
画
環
境
係　

大
家

畜
係　

中
小
家
畜
係

　

衛
生
係　

鳥
獣
対

策
係

　

に
改
め
る
。

農
村
森
林
整
備
課

農
村
総
務
係　

管
理

係　

基
盤
整
備
係　

農
村
整
備
係　

農
地

保
全
係　

治
山
係　

林
道
係

林
業
振
興
課

林
業
総
務
係　

木
材

流
通
係　

林
業
経
営

係　

造
林
係　

森
林

再
生
係　

緑
化
県
営

林
係

」

　

第
七
条
の
二
の
表
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

健
康
増
進
課

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
推
進
室

　

第
七
条
の
二
の
表
新
雇
用
開
発
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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商
工
政
策
課

国
際
戦
略
総
合
特
区
推
進
室

　

第
七
条
の
二
の
表
中

「
農
林
水
産
政
策
課

輸
出
促
進
室

」
を

後
継
人
材
育
成
室

「
園
芸
振
興
課

輸
出
促
進
室

」
に
改
め
、
同

経
営
技
術
支
援
課

後
継
人
材
育
成
室

条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
室
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
室
に
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
係
を
置
く
。

世
界
遺
産
登
録
推
進
室

近
代
化
遺
産
係　

宗
像
・
沖
ノ
島
係

　

第
八
条
第
五
項
中
「
私
学
学
事
振
興
局
」
の
下
に
「
、
防
災
危
機
管
理
局
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項

中
「
前
条
の
表
」
を
「
前
条
第
一
項
の
表
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
表
の
上
欄
」
の
下
に
「
及
び

前
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
」
を
加
え
、
同
条
第
十
項
中
「
表
の
下
欄
」
の
下
に
「
及
び
前
条
第
二
項
の

表
の
下
欄
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
項
中
「
各
項
の
表
の
下
欄
」
の
下
に
「
並
び
に
前
条
第
二
項
の
表

の
下
欄
」
を
加
え
、
「
同
条
第
二
項
の
表
の
上
欄
及
び
前
条
の
表
」
を
「
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
表
の
上
欄
並
び
に
前
条
第
一
項
の
表
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中
「
前
条
の
表
」
を
「
前
条
第
一

項
の
表
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
項
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、

「
前
条
の
表
」
を
「
前
条
第
一
項
の
表
」
に
改
め
、
同
条
第
十
八
項
中
「
経
営
技
術
指
導
課
」
を
「
経

営
技
術
支
援
課
」
に
改
め
、
同
条
第
十
九
項
及
び
第
二
十
項
中
「
前
条
の
表
」
を
「
前
条
第
一
項
の
表

」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
秘
書
室
の
所
掌
事
務
）

第
九
条　

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
秘
書
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

知
事
及
び
副
知
事
の
秘
書
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

皇
室
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

秘
書
室
庶
務
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

秘
書
室
秘
書
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
日
程
調
整
、
情
報
収

集
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
第
二
十
四
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
二
十
二
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二
十
三　

公
文
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
二
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
二
の
三　

削
除

　

第
二
十
条
の
三
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
防
災
危
機
管
理
局
防
災
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
三　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
防
災
危
機
管
理
局
防
災
企
画
課
の
各
係
ご

　

と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

防
災
企
画
係

イ　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
隊
の
災
害
派
遣

要
請
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
さ
な
い
こ
と
。

ハ　

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
。

ニ　

地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

災
害
対
策
に
関
す
る
事
務
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
部
防
災
危
機
管
理
局
消
防
防
災
指
導
課
に
係
る
も
の
（
公
印
の

管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関

す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ト　

総
務
部
防
災
危
機
管
理
局
の
予
算
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

チ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。
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二　

防
災
情
報
係

イ　

防
災
・
行
政
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

防
災
・
行
政
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

三　

原
子
力
安
全
対
策
係

イ　

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
災
害
対
策
基
本
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）

。
ロ　

原
子
力
安
全
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四　

国
民
保
護
係

イ　

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

危
機
管
理
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

（
防
災
危
機
管
理
局
消
防
防
災
指
導
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
四　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
防
災
危
機
管
理
局
消
防
防
災
指
導
課
の
各

　

係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

消
防
係

イ　

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

消
防
施
設
強
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ　

消
防
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

防
災
指
導
係

イ　

災
害
対
策
基
本
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
関
す
る
こ
と

。
ロ　

市
町
村
の
災
害
対
策
に
関
す
る
事
務
の
助
言
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
六
第
二
号
イ
中
「
、
財
産
区
及
び
地
方
開
発
事
業
団
」
を
「
及
び
財
産
区
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
を
ハ
か
ら
ホ
ま
で
と
し
、
同
条
第
四
号
チ

中
「
福
岡
県
」
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
八
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
調
査
統
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
十　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
調
査
統
計
課
の
所
掌
事
務
は
、
次

　

の
と
お
り
と
す
る
。

一　

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
基
幹
統
計
（
周
期
調
査
）
の
う

ち
、
国
勢
調
査
、
経
済
セ
ン
サ
ス
、
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
、
就
業
構
造
基
本
調
査
、
全
国
消
費

実
態
調
査
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
、
漁
業
セ
ン
サ
ス
、
商
業
統
計
調
査
、
社
会
生
活
基
本
調
査
に
関

す
る
こ
と
。

二　

統
計
法
の
規
定
に
基
づ
く
基
幹
統
計
（
経
常
調
査
）
の
う
ち
、
工
業
統
計
調
査
、
労
働
力
調
査

、
小
売
物
価
統
計
調
査
、
家
計
調
査
、
個
人
企
業
経
済
調
査
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
、
経
済
産
業

省
生
産
動
態
統
計
調
査
、
商
業
動
態
統
計
調
査
、
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
、
学
校
基
本
調

査
及
び
学
校
保
健
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三　

福
岡
県
が
実
施
す
る
統
計
調
査
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

経
済
動
向
等
の
調
査
・
分
析
に
関
す
る
こ
と
（
鉱
工
業
指
数
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

五　

県
民
経
済
計
算
に
関
す
る
こ
と
。

六　

市
町
村
民
経
済
計
算
に
関
す
る
こ
と
。

七　

産
業
連
関
表
に
関
す
る
こ
と
。

八　

福
岡
県
が
実
施
す
る
統
計
調
査
の
う
ち
、
人
口
に
関
す
る
こ
と
。

九　

統
計
・
経
済
資
料
の
整
備
及
び
資
料
室
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十　

統
計
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
五
条
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
七
条
第
一
号
チ
中
「
財
団
法
人
」
を
「
公
益
財
団
法
人
」
に

改
め
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
項
中
第
三
十
一
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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十
六　

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
一
号

）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
第
十
八
号
」
を
「
第
十
九
号
」
に
、
「
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
一
号
」

を
「
第
三
十
号
か
ら
第
三
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
二
十
号
」
に
改

め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
へ
中
「
庶
務
に
関
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
（
保
健
医
療
介
護
部
健
康
増
進

課
こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
推
進
室
に
係
る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送

、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同

号
ト
中
「
財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
（
保
健
医
療
介
護
部
健
康
増
進
課
こ
こ
ろ
の
健
康
づ

く
り
推
進
室
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

　

（
健
康
増
進
課
こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
二
の
二　

第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
健
康
増
進
課
こ
こ
ろ
の
健
康
づ

く
り
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
三
項
第
七
号
に
規
定
す
る
第
二

種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

三　

精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
違
反
者

の
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
診
断
及
び
治
療
並
び
に
飲
酒
運
転
撲
滅
対
策
医
療
セ
ン
タ
ー
に

関
す
る
こ
と
。

五　

病
院
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

六　

県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰
府
病
院
に
関
す
る
こ
と
。

七　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
の
七
の
六
第
一
号
ニ
中
「
肢
体
不
自
由
児
施
設
、
盲
児
施
設
及
び
ろ
う
あ
施
設
」
を
「

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
及
び
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
の
七
の
十
二
第
二
号
ヌ
中
「
財
団
法
人
」
を
「
公
益
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

カ　

環
境
放
射
線
の
監
視
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
十
第
一
号
中
ハ
及
び
ニ
を
削
り
、
ホ
を
ハ
と
し
、
ヘ
を
ニ
と
し
、
ト
を
削
り
、
チ
を

ホ
と
し
、
リ
を
ヘ
と
し
、
ヌ
を
ト
と
し
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
産
業
廃
棄

物
処
理
業
に
関
す
る
こ
と
」
を
「
産
業
廃
棄
物
に
係
る
も
の
で
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
」
に
改
め
、
同

号
ロ
中
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
の
下
に
「

（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）
」
を
加
え
、
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
等
の
届
出

に
関
す
る
こ
と
」
を
「
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
同
号
ニ
中
「
条
例

」
の
下
に
「
（
平
成
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
」
を
加
え
、
「
使
用
済
自
動
車
等
の
多
量
保
管

の
届
出
に
関
す
る
こ
と
」
を
「
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ

を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ニ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
施
行
に
関
す
る
」
の
下
に
「
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い

」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
庶
務
に
関
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
（
商
工
部
商
工
政
策
課
国
際
戦

略
総
合
特
区
推
進
室
に
係
る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び

保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
十
号
中

「
財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
（
商
工
部
商
工
政
策
課
国
際
戦
略
総
合
特
区
推
進
室
に
係
る

も
の
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
二
条
の
二
を
第
三
十
二
条
の
二
の
二
と
し
、
第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
商
工
政
策
課
国
際
戦
略
総
合
特
区
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
二
条
の
二　

第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
商
工
部
商
工
政
策
課
国
際
戦
略
総
合
特
区
推
進
室
の
所

　

掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

グ
リ
ー
ン
ア
ジ
ア
国
際
戦
略
総
合
特
区
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
三
条
第
三
号
及
び
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三　

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
第
一
係
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イ　

海
外
投
資
の
支
援
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
東
ア
ジ
ア
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

貿
易
の
振
興
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
東
ア
ジ
ア
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

海
外
企
業
の
誘
致
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
東
ア
ジ
ア
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

貿
易
に
関
す
る
団
体
の
指
導
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

経
済
交
流
拠
点
の
形
成
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ　

海
外
派
遣
研
修
生
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
第
二
係

イ　

海
外
投
資
の
支
援
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

貿
易
の
振
興
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ハ　

海
外
企
業
の
誘
致
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

財
団
法
人
福
岡
県
中
小
企
業
振
興
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
海
外
事
務
所
に
関
す

る
こ
と
。

　

第
三
十
三
条
の
二
第
一
号
リ
中
「
財
団
法
人
」
を
「
公
益
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
第
一
号
ロ
中
「
（
農
林
水
産
部
農
林
水
産
政
策
課
輸
出
促
進
室
及
び
後
継
人
材
育
成
室

に
係
る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文
書

の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
農
業
大
学
校
」
を
「
農

業
総
合
試
験
場
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
農
林
水
産
物
安
全
課
」
を
「
食
の
安
全
・
地
産
地
消

課
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
（
農
林
水
産
部
農
林
水
産
政
策
課
輸
出
促
進
室
及
び
後
継
人
材
育
成
室
に

係
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
農
村
整
備
課
」
を
「
農
村
森
林
整
備
課
」
に

改
め
、
同
条
第
四
号
イ
中
「
、
森
林
保
全
課
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

研
究
調
整
係

イ　

農
業
改
良
助
長
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
農
業
に
関
す
る
試
験
研
究
の
助
長
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
総
括
及
び
同
法
に
基
づ
く
県
育
成
農
産
品
種
の

取
得
、
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

農
業
総
合
試
験
場
の
試
験
研
究
課
題
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

農
業
技
術
振
興
戦
略
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

農
業
総
合
試
験
場
と
の
総
合
的
な
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
八
条
及
び
第
三
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
及
び
第
三
十
九
条　

削
除

　

第
四
十
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
中
ニ
を
ヘ
と
し
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
を
ハ
と

し
、
ハ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

第
四
十
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

農
山
漁
村
の
活
性
化
に
係
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

チ　

特
用
林
産
物
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

リ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ヌ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
条
中
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
二
号
と
し
、
第

六
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

四　

計
画
調
整
係

イ　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
営
土
地
改
良
事

業
に
要
す
る
費
用
の
負
担
及
び
国
有
の
公
共
農
業
用
施
設
に
係
る
管
理
の
受
託
に
関
す
る
こ
と

。
ロ　

集
落
地
域
整
備
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ハ　

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
か

ん
が
い
排
水
に
係
る
業
務
に
要
す
る
費
用
の
負
担
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

農
業
農
村
整
備
事
業
に
係
る
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

農
業
農
村
整
備
事
業
に
係
る
調
査
及
び
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

国
営
の
土
地
改
良
事
業
等
の
調
整
及
び
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

国
営
付
帯
県
営
土
地
改
良
事
業
等
に
係
る
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

チ　

農
業
水
利
の
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

森
林
計
画
係

イ　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課

及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。
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ロ　

林
野
整
備
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

六　

森
林
保
全
係

イ　

森
林
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
保
安
林
及
び
開
発
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
土
砂
埋
立
て
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
福
岡
県

条
例
第
二
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

そ
の
他
林
地
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
の
見
出
し
中
「
農
林
水
産
物
安
全
課
」
を
「
食
の
安
全
・
地
産
地
消
課
」
に
改
め
、
同

条
第
一
号
ホ
を
削
り
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

二　

地
産
地
消
推
進
係

イ　

食
育
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

農
林
水
産
物
の
地
産
地
消
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

生
産
安
全
係

イ　

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

ホ　

農
業
に
係
る
公
害
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ル
中
「
財
団
法
人
」
を
「
公
益
財
団
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ヘ
中
「
青

年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
の
下
に
「
（
平
成
七
年
法
律

第
二
号
）
」
を
加
え
、
同
号
リ
中
「
農
林
漁
業
金
融
公
庫
」
を
「
日
本
政
策
金
融
公
庫
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
第
一
号
ホ
中
「
庶
務
に
関
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
（
農
林
水
産
部
園
芸
振
興
課
輸
出
促

進
室
に
係
る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公

文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
中
「
財
務
会
計
に
関
す

る
こ
と
」
の
下
に
「
（
農
林
水
産
部
園
芸
振
興
課
輸
出
促
進
室
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る

。
　

第
四
十
三
条
の
二
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一　

農
産
振
興
係

イ　

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
米
穀
販
売
業
者
が
組
織
す
る
中

小
企
業
協
同
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

主
要
農
作
物
種
子
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

米
麦
大
豆
の
生
産
及
び
流
通
並
び
に
米
消
費
拡
大
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

水
田
農
業
経
営
係

イ　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

の
う
ち
、
農
地
の
利
用
集
積
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
米
穀

の
生
産
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

水
田
農
業
の
構
造
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

水
田
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

農
村
集
落
係

イ　

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

ロ　

農
村
集
落
機
能
の
維
持
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

農
林
水
産
部
に
属
す
る
人
権
・
同
和
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と

。

　

四　

農
業
振
興
地
域
係

イ　

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
国
有

財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

五　

農
地
係

イ　

民
事
調
停
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
農
事
調
停
に
関



平成24年３月30日　金曜日 第 3 3 8 2 号 　増刊①福　岡　県　公　報 32

す
る
こ
と
。

ロ　

農
地
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ハ　

市
民
農
園
整
備
促
進
法
（
平
成
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
二
を
第
四
十
三
条
の
二
の
二
と
し
、
第
四
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
園
芸
振
興
課
輸
出
促
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
二　

第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
園
芸
振
興
課
輸
出
促
進
室
の
所
掌
事
務
は

　

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

農
林
水
産
物
等
の
輸
出
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

　
　

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
三
第
一
号
イ
中
「
庶
務
に
関
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
（
農
林
水
産
部
経
営
技
術
支
援

課
後
継
人
材
育
成
室
に
係
る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び

保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
財

務
会
計
に
関
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
（
農
林
水
産
部
経
営
技
術
支
援
課
後
継
人
材
育
成
室
に
係
る
も
の

を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
農
業
総
合
試
験
場
」
を
「
病
害
虫
防
除
所
及
び
農
業
大
学
校
」

に
改
め
、
同
号
ホ
を
削
り
、
同
条
第
二
号
イ
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ロ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

農
業
改
良
助
長
法
の
規
定
に
基
づ
く
協
同
農
業
普
及
事
業
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
三
第
三
号
中
「
経
営
支
援
係
」
を
「
女
性
農
業
者
支
援
係
」
に
、
同
号
ロ
中
「
農
林

漁
業
金
融
公
庫
」
を
「
日
本
政
策
金
融
公
庫
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

女
性
農
業
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
三
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

四　

生
産
資
材
係

イ　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

農
業
機
械
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

地
力
増
進
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

農
作
物
の
病
害
虫
防
除
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ　

肥
料
の
生
産
及
び
流
通
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

土
壌
の
調
査
及
び
改
良
に
関
す
る
こ
と
。

チ　

農
業
機
械
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
経
営
技
術
支
援
課
後
継
人
材
育
成
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
三
の
二　

第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
経
営
技
術
支
援
策
課
後
継
人
材
育
成

　

室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

農
業
改
良
助
長
法
の
規
定
に
基
づ
く
協
同
農
業
普
及
事
業
の
う
ち
、
農
業
者
研
修
教
育
施
設
に

　
　

関
す
る
こ
と
。

　

二　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

三　

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事

　
　

務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

四　

農
林
水
産
業
の
後
継
人
材
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

　
　

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一　

企
画
環
境
係

イ　

家
畜
排
せ
つ
物
の
管
理
の
適
正
化
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

畜
産
行
政
に
関
す
る
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

地
域
畜
産
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

畜
産
経
営
の
環
境
整
備
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

畜
産
環
境
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

チ　

家
畜
保
健
衛
生
所
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

大
家
畜
係

イ　

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
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ロ　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

家
畜
取
引
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

畜
産
物
の
価
格
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務
の
う
ち
、
肉
用
牛
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

ト　

家
畜
の
導
入
に
関
す
る
こ
と
。

チ　

肉
用
牛
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

リ　

畜
産
経
営
技
術
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

ヌ　

畜
産
物
の
流
通
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
牛
肉
及
び
乳
製
品
に
関
す
る
こ
と
。

ル　

学
校
給
食
用
牛
乳
に
関
す
る
こ
と
。

ヲ　

飼
料
作
物
に
関
す
る
こ
と
。

ワ　

草
地
の
造
成
及
び
改
良
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

中
小
家
畜
係

イ　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

養
ほ
う
振
興
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

養
鶏
振
興
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

畜
産
物
の
価
格
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い

こ
と
。

ホ　

卸
売
市
場
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
畜
産
物
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ　

福
岡
県
卸
売
市
場
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
畜
産
物
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

畜
産
物
の
流
通
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

チ　

流
通
飼
料
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

衛
生
係

イ　

獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

家
畜
保
健
衛
生
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

薬
事
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
動
物
用
医
薬
品
等
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

獣
医
療
法
（
平
成
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。　
　

ヘ　

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と

。
ト　

福
岡
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
。

チ　

家
畜
衛
生
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

鳥
獣
対
策
係

イ　

牧
野
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
生
活
環

境
及
び
農
林
水
産
業
に
係
る
被
害
の
防
止
並
び
に
狩
猟
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

獣
肉
の
有
効
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
五
の
見
出
し
中
「
農
村
整
備
課
」
を
「
農
村
森
林
整
備
課
」
に
改
め
、
同
条
中
「
農

村
整
備
課
」
を
「
農
村
森
林
整
備
課
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
イ
中
「
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
」
を
削
り
、
「
事
務
の
う
ち
、
」
の
下
に
「
他
課
及
び
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
（
昭
和
六

十
二
年
法
律
第
六
十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
条
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と

し
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
第
七
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
五
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。	

　

六　

治
山
係

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
保
安
施
設
地
区
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
林
野
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

そ
の
他
治
山
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

林
道
係

イ　

林
道
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
」
を
削
り
、
同
号
へ
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中
「
財
団
法
人
」
を
「
公
益
財
団
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
特
産
・
振
興
係
」
を
「
林
業
経

営
係
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
特
用
林
産
物
の
振
興
」
を
「
森
林
の
施
業
集
約
化
」
に
改
め
、
同
号
ホ

を
削
り
、
同
条
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

五　

森
林
再
生
係

イ　

森
林
環
境
税
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
六
号
中
「
緑
化
係
」
を
「
緑
化
県
営
林
係
」
に
改
め
、
ホ
を
削
り
、
ヘ
を
ホ
と

し
、
ト
を
へ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

県
営
林
の
経
営
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

チ　

県
営
林
造
成
事
業
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
七　

削
除

　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ヘ
中
「
財
団
法
人
福
岡
県
栽
培
漁
業
公
社
」
を
「
公
益
財
団
法
人
ふ
く
お

か
豊
か
な
海
づ
く
り
協
会
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
中

「
福
岡
県
職

員
委
員
会

副
知
事
、
専
門
委
員
、
選
挙
管
理
委
員
及
び
監
査
委
員
の

懲
戒
の
審
査
及
び
議
決
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
部
人

事
課

福
岡
県
防

災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
県
地

域
防
災
計
画
の
作
成
及
び
そ
の
実
施
推
進
並
び
に
災
害
が

発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
災
害
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、

災
害
応
急
対
策
及
び
災
害
復
旧
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関

相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
非
常
災
害
に
際
し
て
の
緊
急

措
置
に
関
す
る
計
画
の
樹
立
及
び
そ
の
実
施
推
進
並
び
に

右
の
ほ
か
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
そ
の
権

限
に
属
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
部
消

防
防
災
課

福
岡
県
石

油
コ
ン
ビ

ナ
ー
ト
等

防
災
本
部

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
二
十
七
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
計
画
の
作
成

及
び
そ
の
実
施
推
進
並
び
に
防
災
に
関
す
る
調
査
研
究
、

情
報
の
収
集
及
び
伝
達
並
び
に
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
関
係
機
関
が
実
施
す
る
災
害
応
急
対
策
及
び
災
害

復
旧
に
係
る
連
絡
調
整
並
び
に
現
地
防
災
本
部
に
対
す
る

災
害
応
急
対
策
の
実
施
に
関
す
る
指
示
並
び
に
災
害
が
発

総
務
部
消

防
防
災
課
　

を

生
し
た
場
合
に
お
け
る
国
の
行
政
機
関
及
び
他
の
都
道
府

県
と
の
連
絡
並
び
に
そ
の
他
特
別
防
災
区
域
に
係
る
防
災

に
関
す
る
重
要
な
事
項
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。

福
岡
県
国

民
保
護
協

議
会

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置

に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
県
の

区
域
に
係
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
重
要

事
項
を
審
議
し
、
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

総
務
部
消

防
防
災
課

」

「
福
岡
県
職

員
委
員
会

副
知
事
、
専
門
委
員
、
選
挙
管
理
委
員
及
び
監
査
委
員
の

懲
戒
の
審
査
及
び
議
決
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
部
人

事
課

」
に
、

「
福
岡
県
私

立
学
校
審

議
会

私
立
学
校
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
私
立
大
学
及
び
私
立

高
等
専
門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
並
び
に
私
立
専
修
学
校

及
び
私
立
各
種
学
校
の
設
置
等
並
び
に
こ
れ
ら
の
学
校
を

設
置
す
る
法
人
の
設
立
等
に
つ
い
て
の
審
議
並
び
に
こ
れ

ら
の
学
校
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
知
事
に
対
す

る
建
議
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
部
私

学
学
事
振

興
局
私
学

振
興
課

」
を

「
福
岡
県
私

立
学
校
審

議
会

私
立
学
校
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
私
立
大
学
及
び
私
立

高
等
専
門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
並
び
に
私
立
専
修
学
校

及
び
私
立
各
種
学
校
の
設
置
等
並
び
に
こ
れ
ら
の
学
校
を

設
置
す
る
法
人
の
設
立
等
に
つ
い
て
の
審
議
並
び
に
こ
れ

ら
の
学
校
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
知
事
に
対
す

る
建
議
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
部
私

学
学
事
振

興
局
私
学

振
興
課

福
岡
県
防

災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
県
地

域
防
災
計
画
の
作
成
及
び
そ
の
実
施
推
進
並
び
に
災
害
が

発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
災
害
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、

災
害
応
急
対
策
及
び
災
害
復
旧
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関

相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
非
常
災
害
に
際
し
て
の
緊
急

措
置
に
関
す
る
計
画
の
樹
立
及
び
そ
の
実
施
推
進
並
び
に

右
の
ほ
か
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
そ
の
権

限
に
属
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
部
防

災
危
機
管

理
局
防
災

企
画
課

福
岡
県
石

油
コ
ン
ビ

ナ
ー
ト
等

防
災
本
部

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
二
十
七
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
計
画
の
作
成

及
び
そ
の
実
施
推
進
並
び
に
防
災
に
関
す
る
調
査
研
究
、

情
報
の
収
集
及
び
伝
達
並
び
に
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

総
務
部
防

災
危
機
管

理
局
防
災

企
画
課

　

に
、
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お
け
る
関
係
機
関
が
実
施
す
る
災
害
応
急
対
策
及
び
災
害

復
旧
に
係
る
連
絡
調
整
並
び
に
現
地
防
災
本
部
に
対
す
る

災
害
応
急
対
策
の
実
施
に
関
す
る
指
示
並
び
に
災
害
が
発

生
し
た
場
合
に
お
け
る
国
の
行
政
機
関
及
び
他
の
都
道
府

県
と
の
連
絡
並
び
に
そ
の
他
特
別
防
災
区
域
に
係
る
防
災

に
関
す
る
重
要
な
事
項
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。

福
岡
県
国

民
保
護
協

議
会

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置

に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
県
の

区
域
に
係
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
重
要

事
項
を
審
議
し
、
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

総
務
部
防

災
危
機
管

理
局
防
災

企
画
課

」

「
福
岡
県
障

害
者
施
策

推
進
協
議

会

障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第

二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
障
害
者
に
関
す
る
施
策
の
総
合

的
か
つ
計
画
的
な
推
進
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
及
び
障
害

者
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
必
要
な
関
係
行
政
機

関
相
互
の
連
絡
調
整
を
要
す
る
事
項
の
調
査
審
議
に
関
す

る
こ
と
。

福
祉
労
働

部
障
害
者

福
祉
課

」
を

「
福
岡
県
障

害
者
施
策

審
議
会

障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第

三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
障
害
者
に
関
す
る
施
策
の
総
合

的
か
つ
計
画
的
な
推
進
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
調
査
審

議
及
び
そ
の
施
策
の
実
施
状
況
の
監
視
並
び
に
障
害
者
に

関
す
る
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
必
要
な
関
係
行
政
機
関
相

互
の
連
絡
調
整
を
要
す
る
事
項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ

と
。

福
祉
労
働

部
障
害
者

福
祉
課

」
に
改
め
、
同

表
福
岡
県
森
林
審
議
会
の
項
中
「
森
林
保
全
課
」
を
「
林
業
振
興
課
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
の
表
中

「
福
岡
県
公

務
災
害
等

補
償
審
査

会

議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
補

償
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
立

て
に
対
し
て
審
査
及
び
裁
定
を
行
う
こ
と
。

総
務
部
総

務
事
務
セ

ン
タ
ー

」
を

「
福
岡
県
公

務
災
害
等

補
償
審
査

議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
補

償
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
立

て
に
対
し
て
審
査
及
び
裁
定
を
行
う
こ
と
。

総
務
部
総

務
事
務
セ

ン
タ
ー

会福
岡
県
特

定
歴
史
公

文
書
利
用

審
査
会

福
岡
県
立
公
文
書
館
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
諮
問
に
応
じ
て
答
申
し
、
同
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
意
見
を
求
め
ら
れ
た
苦
情
申
出
に
つ
い
て
意

見
を
述
べ
、
並
び
に
特
定
歴
史
公
文
書
（
同
条
例
第
三
条

第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
を
い
う
。
第
六
十

八
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
に
関
す
る
重
要
事

項
に
つ
い
て
、
知
事
の
諮
問
に
応
じ
て
答
申
し
、
及
び
建

議
す
る
こ
と
。

公
文
書
館

」
に
改
め
、
同

表
福
岡
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
の
項
中
「
保
健
医
療
介
護
部
健
康
増
進
課
」
を
「
保
健
医
療
介
護
部

健
康
増
進
課
こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
推
進
室
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審

査
会
の
項
中
「
第
九
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
の
五
の
五
第
一
項
」

を
加
え
る
。

　

第
四
章
第
一
節
第
一
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　

第
一
款
の
二　

公
文
書
館

　

（
名
称
及
び
位
置
）

第
六
十
八
条
の
二　

福
岡
県
立
公
文
書
館
条
例
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
公
文
書
館
の
名
称
及
び
位

　

置
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

名
称

位
置

福
岡
県
立
公
文
書
館

筑
紫
野
市
上
古
賀
一
丁
目
二
三
二
番
地
一
二

　

（
役
付
職
員
）

第
六
十
八
条
の
三　

公
文
書
館
に
館
長
及
び
副
館
長
を
置
く
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
六
十
八
条
の
四　

公
文
書
館
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

特
定
歴
史
公
文
書
の
保
存
及
び
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

二　

特
定
歴
史
公
文
書
の
利
用
促
進
及
び
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

三　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

四　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
七
号
リ
中
「
施
行
に
関
す
る
」
の
下
に
「
事
務
の
う
ち
、
鳥
獣
の
保
護
に
関
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す
る
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
項
中
「
課
又
は
」
を
削
り
、
同
項
の
表
中

「
福
岡
県
北
筑
後
保
健
福
祉

環
境
事
務
所
社
会
福
祉
課

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡
県
北
筑
後
保
健

福
祉
環
境
事
務
所
の
管
轄
区
域
及
び
久
留
米
市

を

福
岡
県
南
筑
後
保
健
福
祉

環
境
事
務
所
社
会
福
祉
課

高
齢
・
障
害
者
福
祉
係

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡
県
南
筑
後
保
健

福
祉
環
境
事
務
所
の
管
轄
区
域
及
び
大
牟
田
市

」

「
福
岡
県
南
筑
後
保
健
福
祉

環
境
事
務
所
社
会
福
祉
課

高
齢
・
障
害
者
福
祉
係

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡
県
南
筑
後
保
健

福
祉
環
境
事
務
所
の
管
轄
区
域
及
び
大
牟
田
市

」
に
改
め
、
同

条
第
十
三
項
の
表
中

「
福
岡
県
筑
紫
保
健

福
祉
環
境
事
務
所

地
域
環
境
課

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡

県
筑
紫
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
及
び
福
岡

県
糸
島
保
健
福
祉
事
務
所
の
管
轄
区
域
並

び
に
福
岡
市

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
に
係
る
事
務

福
岡
県
北
筑
後
保

健
福
祉
環
境
事
務

所
地
域
環
境
係

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡

県
北
筑
後
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
管
轄

区
域
及
び
久
留
米
市

を

福
岡
県
南
筑
後
保

健
福
祉
環
境
事
務

所
地
域
環
境
課

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡

県
南
筑
後
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
管
轄

区
域
及
び
大
牟
田
市

福
岡
県
京
築
保
健

福
祉
環
境
事
務
所

地
域
環
境
係

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡

県
京
築
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
管
轄
区

域
及
び
北
九
州
市

」

「
福
岡
県
筑
紫
保
健

福
祉
環
境
事
務
所

地
域
環
境
課

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡

県
筑
紫
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
及
び
福
岡

県
糸
島
保
健
福
祉
事
務
所
の
管
轄
区
域
並

び
に
福
岡
市

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
に
係
る
事
務

の
う
ち
、
鳥
獣
の
保

護
に
関
す
る
こ
と

福
岡
県
北
筑
後
保

健
福
祉
環
境
事
務

所
地
域
環
境
係

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡

県
北
筑
後
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
管
轄

区
域
及
び
久
留
米
市

に
改
め
る
。

福
岡
県
南
筑
後
保

健
福
祉
環
境
事
務

所
地
域
環
境
課

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡

県
南
筑
後
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
管
轄

区
域
及
び
大
牟
田
市

福
岡
県
京
築
保
健

福
祉
環
境
事
務
所

地
域
環
境
係

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡

県
京
築
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
管
轄
区

域
及
び
北
九
州
市

」

　

第
百
二
条
第
一
項
中
「
法
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
三
条
の
三
、
第
四
十
三
条
の
五
」
を
「
法
第

四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
中

「
肢
体
不
自
由
児
施

設

福
岡
県
立
粕
屋
新

光
園

庶
務
課

医
療
課

糟
屋
郡
新
宮
町
緑
ヶ
浜

四
丁
目
二
番
一
号

盲
児
施
設

生
明
学
園

福
岡
市
早
良
区
飯
倉
五

丁
目
一
五
番
一
号

を

ろ
う
あ
児
施
設

新
開
学
園

福
岡
市
早
良
区
飯
倉
五

丁
目
一
五
番
一
号

」

「
医
療
型
障
害
児
入

所
施
設

福
岡
県
立
粕
屋
新

光
園

庶
務
課

医
療
課

糟
屋
郡
新
宮
町
緑
ヶ
浜

四
丁
目
二
番
一
号

福
祉
型
障
害
児
入

所
施
設

生
明
学
園

福
岡
市
早
良
区
飯
倉
五

丁
目
一
五
番
一
号

に
改
め
、
同

新
開
学
園

福
岡
市
早
良
区
飯
倉
五

丁
目
一
五
番
一
号

」

条
第
三
項
中
「
盲
児
施
設
及
び
ろ
う
あ
児
施
設
」
を
「
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
」
に
改
め
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
号
ロ
⑴
中
サ
を
ス
と
し
、
カ
か
ら
コ
ま
で
を
ク
か
ら
シ
ま
で
と
し
、
オ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

カ　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
生

活
環
境
及
び
農
林
水
産
業
に
係
る
被
害
の
防
止
並
び
に
狩
猟
に
関
す
る
こ
と
。

キ　

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
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の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑴
ス
中
「
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金

の
交
付
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
中
サ

を
削
り
、
ネ
を
ヌ
と
し
、
シ
か
ら
ヌ
ま
で
を
サ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
同
号
ハ
⑶
ニ
中
「
農
林
漁
業
金
融

公
庫
」
を
「
日
本
政
策
金
融
公
庫
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
糟
屋
郡
」
を
「
古
賀
市
」
に
改
め
、

「
防
災
事
業
」
の
下
に
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ヘ

⑴
中
「
か
ん
が
い
排
水
事
業
、
農
道
整
備
事
業
、
水
環
境
整
備
事
業
、
ほ
場
整
備
事
業
、
中
山
間
総
合

整
備
事
業
及
び
土
地
改
良
総
合
整
備
事
業
並
び
に
小
郡
市
及
び
三
井
郡
」
を
「
経
営
体
育
成
基
盤
整
備

事
業
、
水
環
境
整
備
事
業
及
び
朝
倉
市
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
イ
⑴
中
「
ニ
」
の
下
に
「
及

び
同
号
ホ
⑴
ウ
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
ほ
場
整
備
事
業
」
の
下
に
「
、
農
村
総

合
整
備
事
業
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及
び
公
害

防
除
特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
「
筑
後
市
、
大
川
市
及
び
大
木
町
の
区
域
の
農
村
総
合
整
備
事
業
」
に

改
め
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
の
う
ち
、
」
の
下
に
「
柳
川
市
及
び
み
や
ま
市
の
区
域
の
」
を
加
え
、
同
号

へ
⑴
ア
中
「
た
め
池
等
整
備
事
業
に
関
す
る
も
の
で
他
係
に
属
し
な
い
」
を
「
湛た

ん

水
防
除
事
業
、
農
業

用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等
整
備
事
業
及
び
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
に
関
す

る
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
湛
水
防
除
事
業
及
び
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め

池
等
整
備
事
業
」
を
「
た
め
池
等
整
備
事
業
に
関
す
る
も
の
で
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
に
改
め
る
。

　

第
四
章
第
五
節
第
二
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　

第
二
款　

農
業
総
合
試
験
場

　

（
名
称
、
内
部
組
織
及
び
位
置
）

第
百
六
十
五
条　

公
の
施
設
条
例
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
農
業
総
合
試
験
場
の
名
称

　

、
内
部
組
織
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

名
称

内
部
組
織

位
置

福
岡
県
農
業
総
合

試
験
場

管
理
部

　

総
務
課

　

会
計
課

研
究
企
画
部

　

企
画
課

筑
紫
野
市
大
字
吉
木
五
八
七
番
地

　

知
的
財
産
活
用
課

　

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
課

食
品
流
通
部

土
壌
・
環
境
部

病
害
虫
部

農
産
部

野
菜
部

花
き
部

果
樹
部

家
畜
部

畜
産
環
境
部

２　

公
の
施
設
条
例
第
七
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
業
総
合
試
験
場
の
分
場
を
設
置
す
る

。
３　

分
場
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称

位
置

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場

豊
前
分
場

行
橋
市
西
泉
二
丁
目
四
番
一
号

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場

筑
後
分
場

三
潴
郡
大
木
町
大
字
八
町
牟
田
一
〇
〇
三

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場

八
女
分
場

八
女
市
黒
木
町
本
分
三
二
六
六
番
地
一

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場

果
樹
苗
木
分
場

久
留
米
市
田
主
丸
町
石
垣
一
六
の
三

　

（
役
付
職
員
）

第
百
六
十
六
条　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
に
場
長
及
び
副
場
長
を
、
同
場
の
各
部
に
部
長
を
、
管
理

　

部
及
び
研
究
企
画
部
の
各
課
に
課
長
を
、
農
業
総
合
試
験
場
の
分
場
に
分
場
長
及
び
次
長
を
置
く
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
の
各
部
（
管
理
部
を
除
く
。
）
及
び

農
業
総
合
試
験
場
の
分
場
に
専
門
研
究
員
及
び
研
究
員
を
置
く
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
六
十
七
条　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
の
内
部
組
織
の
所
掌
事
務
及
び
農
業
総
合
試
験
場
の
分
場

　

ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場

イ　

管
理
部

　
　
　

⑴　

総
務
課

　
　
　
　

ア　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

イ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
（
病

　
　
　
　
　

害
虫
防
除
所
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

　
　
　

⑵　

会
計
課

　
　
　
　

ア　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
（
病
害
虫
防
除
所
に
係
る

　
　
　
　
　

も
の
を
含
む
。
）
。

　
　

ロ　

研
究
企
画
部

　
　
　

⑴　

企
画
課

　
　
　
　

ア　

農
業
に
係
る
試
験
研
究
の
総
合
企
画
、
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

イ　

研
究
職
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑵　

知
的
財
産
活
用
課

　
　
　
　

ア　

農
業
に
係
る
知
的
財
産
権
の
取
得
の
促
進
、
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

イ　

農
業
に
係
る
試
験
研
究
の
成
果
の
活
用
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

ウ　

農
業
経
営
及
び
農
業
経
済
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

エ　

農
業
技
術
に
係
る
情
報
等
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑶　

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
課

　
　
　
　

ア　

農
作
物
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ハ　

食
品
流
通
部

　
　
　

⑴　

農
産
物
の
利
用
加
工
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑵　

農
産
物
の
流
通
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ニ　

土
壌
・
環
境
部

　
　
　

⑴　

土
壌
機
能
増
進
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑵　

土
壌
環
境
保
全
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑶　

農
業
用
水
及
び
残
留
農
薬
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑷　

土
壌
、
肥
料
等
の
分
析
鑑
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ホ　

病
害
虫
部

　
　
　

⑴　

農
作
物
の
病
害
虫
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑵　

農
作
物
の
病
害
虫
の
発
生
予
察
手
法
の
開
発
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ヘ　

農
産
部

　
　
　

⑴　

稲
及
び
麦
類
の
育
種
及
び
品
種
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑵　

普
通
作
物
の
栽
培
及
び
品
質
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑶　

普
通
作
物
の
原
々
種
の
育
成
及
び
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ト　

野
菜
部

　
　
　

⑴　

野
菜
の
育
種
、
品
種
及
び
栽
培
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
（
野
菜
等
栽
培
施
設
の
環
境

　
　
　
　

制
御
及
び
機
械
化
技
術
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。　
　
　

　
　
　

⑵　

野
菜
の
原
々
種
の
育
成
及
び
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

チ　

花
き
部

　
　
　

⑴　

花
き
の
育
種
、
品
種
及
び
栽
培
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑵　

花
き
の
原
々
種
の
育
成
及
び
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

リ　

果
樹
部

　
　
　

⑴　

果
樹
の
育
種
、
品
種
及
び
栽
培
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑵　

果
樹
母
樹
の
育
成
及
び
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ヌ　

家
畜
部

　
　
　

⑴　

畜
産
関
係
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑵　

家
畜
及
び
家
き
ん
の
改
良
、
繁
殖
及
び
飼
養
管
理
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑶　

種
豚
の
育
成
、
配
布
及
び
能
力
検
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑷　

種
鶏
、
種
雛
及
び
種
卵
の
配
布
及
び
能
力
検
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ル　

畜
産
環
境
部

　
　
　

⑴　

畜
産
の
環
境
保
全
及
び
家
畜
の
衛
生
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑵　

飼
料
及
び
飼
料
作
物
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑶　

飼
料
の
分
析
鑑
定
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
豊
前
分
場

　
　

イ　

普
通
作
物
及
び
野
菜
の
品
種
及
び
栽
培
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ロ　

果
樹
の
育
種
、
品
種
及
び
栽
培
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ハ　

普
通
作
物
の
原
種
の
増
殖
及
び
配
布
に
関
す
る
こ
と
。
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ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
筑
後
分
場

　
　

イ　

普
通
作
物
、
野
菜
及
び
い
草
の
品
種
及
び
栽
培
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ロ　

普
通
作
物
の
原
種
及
び
い
草
の
原
苗
の
増
殖
及
び
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ハ　

い
草
の
加
工
及
び
品
質
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
八
女
分
場

　
　

イ　

茶
樹
の
品
種
及
び
栽
培
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ロ　

茶
樹
の
病
害
虫
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ハ　

茶
の
製
造
及
び
品
質
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ニ　

中
山
間
地
適
作
物
の
選
定
及
び
栽
培
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ホ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ヘ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
果
樹
苗
木
分
場

　
　

イ　

果
樹
苗
木
及
び
花
木
の
育
種
、
品
種
及
び
栽
培
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ロ　

果
樹
苗
木
及
び
花
木
の
無
毒
化
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ハ　

無
毒
化
果
樹
母
樹
の
育
成
及
び
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ニ　

果
樹
母
樹
の
ウ
イ
ル
ス
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ホ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ヘ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
章
第
五
節
第
四
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　

第
四
款　

農
業
大
学
校

　

（
名
称
、
内
部
組
織
及
び
位
置
）

第
百
七
十
一
条　

公
の
施
設
条
例
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
農
業
大
学
校
の
名
称
、
内

　

部
組
織
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

名
称

内
部
組
織

位
置

福
岡
県
農
業
大
学

校

総
務
課

教
務
部

筑
紫
野
市
大
字
吉
木
七
六
七
番
地	

（
役
付
職
員
）

第
百
七
十
二
条　

農
業
大
学
校
に
校
長
及
び
副
校
長
を
、
同
校
の
部
に
部
長
、
教
授
、
助
教
授
及
び
講

　

師
を
、
同
校
の
課
に
課
長
を
置
く
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
十
三
条　

農
業
大
学
校
の
部
及
び
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

総
務
課

　
　

イ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ロ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

教
務
部

　
　

イ　

農
業
者
等
の
養
成
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ロ　

学
科
課
程
及
び
授
業
時
間
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ハ　

学
生
の
募
集
並
び
に
入
学
及
び
退
学
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ニ　

学
生
の
成
績
評
価
及
び
学
籍
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ホ　

学
生
の
自
治
、
風
紀
そ
の
他
補
導
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ヘ　

学
生
の
生
活
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ト　

学
生
の
保
健
衛
生
そ
の
他
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

チ　

研
修
科
の
研
修
課
程
及
び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

リ　

研
修
科
の
募
集
並
び
に
受
講
及
び
受
講
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

ヌ　

寄
宿
舎
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
八
十
二
条
第
四
号
ロ
⑴
及
び
同
条
第
五
号
ロ
⑴
中
「
対
策
事
業
」
の
下
に
「
及
び
災
害
に
強
い

た
め
池
等
整
備
事
業
（
農
業
用
用
排
水
路
（
ク
リ
ー
ク
）
整
備
事
業
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
十
五
項
中
「
及
び
緊
急
連
絡
管
建
設
事
業
室
」
を
削
る
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
中
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中

「
工
務
課

　
　

工
務
第
一
係　

を

　
　

工
務
第
二
係
」

「
工
務
課

　
　

工
務
第
一
係　

に
改
め
る
。

　
　

工
務
第
二
係

　
　

工
務
第
三
係
」
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第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
中
「
、
農
業
大
学
校
の
各
課
、
病
害
虫
防
除
所
の
各
課
及
び
各
支
所
、
農

業
総
合
試
験
場
管
理
部
」
を
「
、
農
業
総
合
試
験
場
管
理
部
、
病
害
虫
防
除
所
の
各
課
及
び
各
支
所
、

農
業
大
学
校
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
十
五
条
第
一
項
第
一

号
の
表
中
福
岡
県
障
害
者
施
策
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定
は
、
障
害
者
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

　

（
福
岡
県
森
林
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

２　

福
岡
県
森
林
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
　

様
式
第
十
五
号
中
「森

林
保
全
課

」
を
「農

山
漁
村
振
興
課

」
に
改
め
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
十
一
条
の
二
第
二
項
中

「
福
岡
県
病
害
虫
防
除
所
筑
後
支
所

　

福
岡
県
病
害
虫
防
除
所
行
橋
支
所

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
豊
前
分
場　
　
　

を

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
筑
後
分
場

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
八
女
分
場

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
果
樹
苗
木
分
場
」

「
福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
豊
前
分
場

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
筑
後
分
場

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
八
女
分
場　
　
　

に
改
め
る
。

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
果
樹
苗
木
分
場

　

福
岡
県
病
害
虫
防
除
所
筑
後
支
所

　

福
岡
県
病
害
虫
防
除
所
行
橋
支
所　
　
　

」

　

第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
公
文
書
館
長
委
任
事
項
）

第
十
八
条
の
二　

福
岡
県
立
公
文
書
館
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。

　

一　

福
岡
県
立
公
文
書
館
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
福
岡
県
立
公
文
書
館
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
三
号
）
を
「
条
例
」
と

い
う
。

イ　

条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
歴
史
公
文
書
に
つ
い
て
、
適
切
な
保
存
及
び

利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
場
所
に
お
い
て
、
適
切
な
記
録
媒
体
に
よ
り
、
識
別
を
容
易

に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
保
存
す
る
こ
と
（
財
務
規
則
に
規
定
す
る
財
務
会
計
に
関

す
る
事
務
を
除
く
。
）
。

ロ　

条
例
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
目
録
を
作
成
し
、
公
表
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
四
項
第
三
号
ル
⑵
中
「
第
二
十
四
条
第
七
号
及
び
第
八
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
八
号

及
び
第
九
号
」
に
改
め
、
同
号
ル
⑶
中
「
第
二
十
四
条
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第

十
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
ル
⑷
中
「
第
二
十
四
条
第
十
号
（
施
行
規
則
第
二
十
八
条
第
一

項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
一

号
（
施
行
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
及
び
第
十

三
号
」
に
改
め
、
同
号
中
ヰ
を
削
り
、
ウ
を
ヰ
と
し
、
ネ
か
ら
ム
ま
で
を
ナ
か
ら
ウ
ま
で
と
し
、
ツ
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ネ　

法
第
四
十
六
の
四
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
ヲ
中
「
及
び
薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十

一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
十
二
条

」
を
削
り
、
同
号
中
ワ
を
削
り
、
カ
を
ワ
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
及
び
久
留
米
市
」
を
削
り
、
同
項

第
一
号
中
「
施
行
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
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の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
旧
法
」
と

い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
を
含

む
。
）
。
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
法
」
を
「
旧
法
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
第

二
号
イ
中
「
、
訓
練
に
関
し
て
計
画
を
樹
立
し
、
こ
れ
」
を
「
訓
練
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「

及
び
久
留
米
市
の
区
域
に
お
け
る
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
二
号
イ
及
び

ロ
中
「
特
定
施
設
」
を
「
特
定
施
設
等
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
五
条
第
四
号
か
ら
第
八
号
」
を
「

第
五
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
同
条
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
項
又
は
同
条
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
特
定
施
設
」
を
「
特
定

施
設
等
」
に
改
め
、
同
号
リ
中
「
第
十
三
条
の
三
」
を
「
第
十
三
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項

第
一
号
イ
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
改
め
、
「
ゆ
う
出
さ
せ
る
」
を
「
湧
出

さ
せ
る
」
に
、
「
ゆ
う
出
量
」
を
「
湧
出
量
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
次
に
掲
げ
る
も
の
の
許

可
を
行
う
こ
と
」
を
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
捕
獲
又
は
採
取

を
行
う
こ
と
を
、
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
職
員
に
許
可
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
か
ら
⑸
ま

で
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
及
び
第
八
項
」
及
び
「
前
号
の
許
可
に
係
る
」
を
削
り
、
「
及
び
従
事
者
証

」
を
「
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
号
ハ
及
び
ニ
中
「
又
は
従
事

者
証
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
か
ら
ナ
ま
で
を
削
り
、
ラ
を
ヘ
と
し
、
ム
を
削
り
、
ウ
を
ト
と
し
、
ヰ
か
ら

マ
ま
で
を
削
る
。

　

第
二
十
四
条
中
「
第
一
号
ソ
、
ツ
及
び
コ
」
を
「
第
一
号
ム
、
ウ
及
び
サ
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号

中
ス
を
ニ
と
し
、
フ
か
ら
セ
ま
で
を
ア
か
ら
ハ
ま
で
と
し
、
ヤ
か
ら
ケ
ま
で
を
削
り
、
同
号
ク
中
「
第

五
十
七
条
の
四
」
を
「
第
五
十
七
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ク
を
同
号
テ
と
し
、
同
号
オ
中
「

第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
中
オ
を
エ
と
し
、
ノ
を

コ
と
し
、
コ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

フ　

法
第
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
施
設
の
長
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養

育
事
業
を
行
う
者
又
は
里
親
か
ら
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
ヰ
を
ケ
と
し
、
ウ
を
マ
と
し
、
マ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヤ　

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
の
親
権
者
等
の
意
に
反
し
て
、
引
き
続
き

同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
を
行
う
場
合
等
に
、
福
岡
県
社
会

福
祉
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
ム
中
「
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ム

を
ク
と
し
、
ラ
を
オ
と
し
、
ソ
か
ら
ナ
ま
で
を
ム
か
ら
ノ
ま
で
と
し
、
同
号
レ
中
「
法
第
二
十
八
条
第

二
項
」
の
下
に
「
た
だ
し
書
」
を
加
え
、
同
号
中
レ
を
ラ
と
し
、
タ
を
ナ
と
し
、
ル
か
ら
ヨ
ま
で
を
タ

か
ら
ネ
ま
で
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
法
第
四
十
三
条
の
三
又
は
法
第
四
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
児
童
を

、
国
立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
等
」
を
「
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
又
は
重
症
心
身
障
害
児
を
指
定

医
療
機
関
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
を
同
号
ヨ
と
し
、
同
号
ヨ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヲ　

法
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施

が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

ワ　

法
第
二
十
五
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
が
適
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
児
童
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

カ　

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
十
七
条
の
措
置
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ

る
児
童
及
び
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
の
報
告
を
受
け

る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
リ
を
ル
と
し
、
同
号
チ
中
「
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
」
を
「
指
定
障
害
児

入
所
施
設
等
」
に
改
め
、
「
（
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
」
を
削
り
、
同
号
チ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
ト
中
「
指
定
知
的
障
害
児
入
所
施
設
等
」
を
「
指
定
障

害
児
入
所
施
設
等
」
に
改
め
、
「
（
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
へ
中
「
障
害
児
施
設
支
援
」
を
「
障
害
児
入
所
支

援
」
に
改
め
、
「
（
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削

り
、
同
号
ヘ
を
同
号
チ
と
し
、
同
号
ホ
中
「
施
設
給
付
決
定
」
を
「
入
所
給
付
決
定
」
に
、
「
施
設
受

給
者
証
」
を
「
入
所
受
給
者
証
」
に
改
め
、
「
（
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ホ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ニ
中
「
施
設
給
付
決
定
保
護
者
」
を

「
入
所
給
付
決
定
保
護
者
」
に
、
「
施
設
受
給
者
証
」
を
「
入
所
受
給
者
証
」
に
改
め
、
「
（
法
第
六

十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ニ
を
同
号
ヘ
と
し

、
同
号
ハ
中
「
施
設
給
付
決
定
」
を
「
入
所
給
付
決
定
」
に
、
「
障
害
児
施
設
給
付
費
」
を
「
障
害
児

入
所
給
付
費
」
に
改
め
、
「
（
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
」
を
削
り
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
中
「
障
害
の
種
類
等
」
を
「
心
身
の
状
態
等
」
に
、

「
障
害
児
施
設
給
付
費
」
を
「
障
害
児
入
所
給
付
費
」
に
改
め
、
「
（
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三

項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ロ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
イ
中
「
障
害
児

施
設
給
付
費
」
を
「
障
害
児
入
所
給
付
費
」
に
改
め
、
「
（
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い



平成24年３月30日　金曜日 第 3 3 8 2 号 　増刊①福　岡　県　公　報 42

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
号
イ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ハ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。イ　

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
里
親
に
そ
の
相
談
に
応
じ
必
要
な
援
助
を
行
う
こ

と
。

ロ　

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
そ

の
他
の
関
係
者
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
に

対
す
る
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
（
法
第
二
十
四
条
の
十
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
。　
　

　

第
二
十
七
条
第
一
号
イ
⑷
中
「
第
五
条
第
十
九
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
中
タ
を
削
り
、
レ
を
タ
と
し
、
ソ
か
ら
マ
ま
で
を
レ
か
ら
ヤ
と
す
る
。

　

第
五
十
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
森
林
計
画
及
び
保
安
林
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

こ
の
号
中
森
林
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
五
十
四
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と

い
う
。

イ　

法
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
安
林
に
お
い
て
立
木

竹
の
伐
採
、
立
木
の
損
傷
、
家
畜
の
放
牧
、
下
草
、
落
葉
又
は
落
枝
の
採
取
又
は
土
石
若
し
く

は
樹
根
の
採
掘
、
開
墾
そ
の
他
土
地
の
形
質
の
変
更
を
許
可
す
る
こ
と
（
法
第
四
十
四
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ロ　

法
第
三
十
四
条
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
伐
採
許
可
に
係
る
立
木
の
伐
採
届

出
及
び
緊
急
の
用
に
供
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
の
立
木
の
伐
採
そ
の
他
の
行
為
の
届
出
書
を
受

領
す
る
こ
と
（
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ハ　

法
第
三
十
四
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
八
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
つ
た
旨
を
、
当
該
立
木
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
の
長
に
通
知
す
る
こ
と
（
法
第
四
十

四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ニ　

法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
安
林
に
係
る
指
定
施
業
要
件
に
定
め
る

立
木
の
伐
採
の
方
法
に
適
合
し
、
か
つ
、
当
該
指
定
施
業
要
件
に
定
め
る
伐
採
の
限
度
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
提
出
す
る
択
伐
の
届

出
書
を
受
領
す
る
こ
と
（
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ホ　

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
伐

採
立
木
材
積
又
は
伐
採
方
法
に
関
す
る
計
画
が
当
該
保
安
林
に
係
る
指
定
施
業
要
件
に
適
合
し

な
い
と
認
め
る
と
き
、
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
択
伐
の
計
画
を
変
更
す
べ

き
旨
を
命
じ
る
こ
と
（
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ヘ　

法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
択
伐
の
届
出

書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
択
伐
に
係
る
立
木
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
の
長

に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ
と
（
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ト　

法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
安
林
に
係
る
指
定
施
業
要
件
に
定
め
る

立
木
の
伐
採
の
方
法
に
適
合
し
、
か
つ
、
当
該
指
定
施
業
要
件
に
定
め
る
伐
採
の
限
度
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
間
伐
の
た
め
立
木
を
伐
採
し
よ
う
と
す
る
者
が
提
出
す
る
間
伐
の
届
出

書
を
受
領
す
る
こ
と
（
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

チ　

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
同
条
第
一
項
の
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
間
伐
立
木
材
積
又
は
間
伐
方
法
に
関
す
る
計
画

が
当
該
保
安
林
に
係
る
指
定
施
業
要
件
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
、
当
該
届
出
書
を
提
出

し
た
者
に
対
し
、
そ
の
間
伐
の
計
画
を
変
更
す
べ
き
旨
を
命
じ
る
こ
と
（
法
第
四
十
四
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

リ　

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
間
伐
の
届
出
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
間

伐
に
係
る
立
木
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
の
長
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ
と
（
法
第
四
十
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ヌ　

法
第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
安
林
台
帳
の
閲
覧
を
さ
せ
る
こ
と
（
法

第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ル　

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
森
林
か
ら
木
材
等
を
搬
出
す
る
者
又
は
林
道
そ
の

他
の
施
設
を
す
る
者
に
対
し
、
他
人
の
土
地
の
使
用
権
設
定
（
県
営
林
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
に
関
す
る
認
可
を
す
る
こ
と
（
法
第
六
十
五
条
及
び
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
。

ヲ　

法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
権
設
定
に
関
す
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と

き
、
そ
の
土
地
の
所
有
者
及
び
関
係
人
の
出
頭
を
求
め
て
、
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
う

こ
と
（
法
第
六
十
五
条
及
び
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。
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ワ　

法
第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ヲ
の
意
見
の
聴
取
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
事
案

の
要
旨
並
び
に
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
を
当
事
者
に
通
知
し
、
公
示
す
る
こ
と
。

カ　

法
第
五
十
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
権
設
定
に
関
す
る
認
可
を
し
た
と
き
、
そ
の

旨
を
そ
の
土
地
の
所
有
者
及
び
関
係
人
に
通
知
し
、
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
こ
と
（
法

第
六
十
五
条
及
び
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ヨ　

法
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
権
設
定
に
関
す
る
協
議
及
び
土
地
の
収
用
に
関
す

る
協
議
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
（
法
第
六
十
五
条
及
び
法
第
六

十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

タ　

法
第
五
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
の
所
有
者
又
は
関
係
人
に
対
し
、
使
用
権

設
定
に
関
す
る
認
可
の
通
知
後
土
地
の
形
質
の
変
更
、
工
作
物
の
新
築
、
改
築
、
増
築
若
し
く

は
大
修
繕
又
は
物
件
の
附
加
増
置
の
承
認
を
す
る
こ
と
（
法
第
六
十
五
条
及
び
法
第
六
十
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

レ　

法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
森
林
か
ら
水
流
に
よ
つ
て
木
竹
材
を
搬
出
し
又
は
搬
出

す
る
設
備
を
設
け
る
者
に
対
し
、
他
人
の
工
作
物
の
使
用
、
移
動
、
改
造
又
は
除
却
の
認
可
を

す
る
こ
と
。

ソ　

法
第
百
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
森
林
所
有
者
等
か
ら
施
業
の
状

況
に
関
す
る
報
告
を
徴
し
、
所
属
職
員
に
他
人
の
森
林
に
立
ち
入
つ
て
測
量
若
し
く
は
実
地
調

査
を
さ
せ
、
標
識
を
設
置
さ
せ
、
又
は
支
障
と
な
る
立
木
竹
を
伐
採
さ
せ
る
こ
と
。

ツ　

法
第
百
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
委
任
し
た
者
に
、
他
人
の
森
林
に
立
ち
入
つ

て
、
測
量
又
は
実
地
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
。

ネ　

施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
有
林
を
管
理
す
る
国
の

機
関
か
ら
の
保
安
林
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
に
係
る
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。

ナ　

施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
十
一
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
有
林
を
管
理
す
る
国

の
機
関
か
ら
の
保
安
林
に
お
け
る
立
竹
の
伐
採
、
立
木
の
損
傷
、
家
畜
の
放
牧
、
下
草
、
落
葉

若
し
く
は
落
枝
の
採
取
又
は
土
石
若
し
く
は
樹
根
の
採
掘
、
開
墾
そ
の
他
土
地
の
形
質
の
変
更

に
係
る
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。

ラ　

施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四

号
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
受
領
す
る
こ
と
。

ム　

直
接
保
安
林
に
指
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
、
保
安
林
指
定
資
料
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出

す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る

。４　

農
林
事
務
所
長
に
、
次
に
掲
げ
る
農
林
水
産
部
水
田
農
業
振
興
課
関
係
の
事
務
を
委
任
す
る
。

一　

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
知
又
は
公
示
し
て
、
所
属
職
員

に
他
人
の
土
地
又
は
工
作
物
に
立
ち
入
つ
て
調
査
さ
せ
、
測
量
さ
せ
、
又
は
竹
木
そ
の
他
の
物

を
除
去
さ
せ
、
若
し
く
は
移
転
さ
せ
る
こ
と
。

ロ　

法
第
五
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
の
状
況
等
に
関
し
、
農
業
委
員
会
か
ら
必
要
な
報
告

を
徴
す
る
こ
と
。

ハ　

農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
附
則
第
六
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
等
の
売
渡
し
後
の
状
況
の
検
査
を
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
条
第
五
項
中
「
次
に
」
を
「
次
の
各
号
に
」
に
改
め
、
「
た
だ
し
、
次
条
に
規
定
す
る
も
の

を
除
く
。
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
作
成
す
る
こ
と
。
」
の
下
に
「
た
だ
し
、
次
条
に
規
定
す
る

も
の
を
除
く
。
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

地
力
増
進
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
力
増
進
地
域
の
農
業
者
等
に
対
し
、
地
力
の
増
進

を
図
る
た
め
に
必
要
な
助
言
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
五
十
条
第
六
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務

　
　
　

こ
の
号
中
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
「
施
行
規
則
」
と
い

　
　

う
。

イ　

法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
の
許
可
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
も
の
の
許
可
を
行
う
こ
と
。
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⑴　

有
害
鳥
獣
捕
獲
の
目
的
（
生
態
系
に
係
る
被
害
の
防
止
の
目
的
を
除
く
。
）
で
狩
猟
鳥
獣

、
カ
ワ
ウ
、
ア
オ
サ
ギ
、
ダ
イ
サ
ギ
、
コ
サ
ギ
、
ト
ビ
、
カ
ワ
ラ
バ
ト
（
ド
バ
ト
）
、
タ
イ

ワ
ン
シ
ロ
ガ
シ
ラ
、
ウ
ソ
、
オ
ナ
ガ
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
、
マ
ン
グ
ー
ス
若
し
く
は
ノ
ヤ
ギ
及
び

狩
猟
鳥
獣
で
あ
る
鳥
類
の
ひ
な
の
捕
獲
等
又
は
カ
ル
ガ
モ
、
キ
ジ
バ
ト
、
カ
ワ
ラ
バ
ト
（
ド

バ
ト
）
、
ス
ズ
メ
、
ハ
シ
ボ
ソ
ガ
ラ
ス
若
し
く
は
ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス
の
卵
の
採
取
等
を
行
う

場
合
又
は
飛
行
場
の
区
域
内
に
お
い
て
航
空
機
の
安
全
な
航
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら

れ
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
行
う
場
合
で
、
そ
の
区
域
が
二
以
上
の
市
町
村
に
わ
た
る
も
の

⑵　

有
害
鳥
獣
捕
獲
の
目
的
で
チ
ュ
ウ
サ
ギ
の
捕
獲
等
を
行
う
こ
と
。

⑶　

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
定
め
る
特
定
鳥
獣
の
数
の
調
整
の
目
的
で
、
特
定
鳥
獣
の
捕

獲
等
又
は
卵
の
採
取
等
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
及
び
従
事
者
証
（
イ
に
規
定
す

る
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
交
付
す
る
こ
と
。

ハ　

法
第
九
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
又
は
従
事
者
証
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
を
再
交
付
す
る
こ
と
。

ニ　

法
第
九
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
又
は
従
事
者
証
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
。

ホ　

法
第
九
条
第
十
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
許
可
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に
限

る
。
）
を
受
け
た
者
か
ら
捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
結
果
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
免
状
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
領

す
る
こ
と
。

ト　

法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
免
状
を
再
交
付
す
る
こ
と
。

チ　

法
第
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
免
状
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
。

リ　

法
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
者
登
録
証
（
他
県
か
ら
の
入
猟
者
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

ヌ　

法
第
六
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
（
他
県
か
ら

の
入
猟
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
再
交
付
す
る
こ
と
。

ル　

法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
（
他
県
か
ら
の
入
猟
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
抹
消
を
行
う
こ
と
。

ヲ　

法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
者
登
録
（
他
県
か
ら
の
入
猟
者
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
取
消
し
等
を
行
う
こ
と
。

ワ　

法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
（
他
県
か
ら
の
入
猟

者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
。

カ　

法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
者
登
録
（
他
県
か
ら
の
入
猟
者
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
を
受
け
た
者
か
ら
狩
猟
の
結
果
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

ヨ　

法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
に
対
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
（
イ

に
規
定
す
る
許
可
に
限
る
。
）
。

タ　

施
行
規
則
第
七
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

レ　

施
行
規
則
第
七
条
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
従
事
者
証
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

ソ　

施
行
規
則
第
七
条
第
十
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
の
亡
失
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

ツ　

施
行
規
則
第
七
条
第
十
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
従
事
者
証
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
亡
失
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

ネ　

施
行
規
則
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
所
変
更
等
の
届
出
を
受
け
た
と
き
、
当
該
届

出
者
の
旧
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

ナ　

施
行
規
則
第
五
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
免
状
の
亡
失
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

ラ　

施
行
規
則
第
六
十
五
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
（
他

県
か
ら
の
入
猟
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
亡
失
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
第
七
項
中
「
農
村
整
備
課
」
を
「
農
村
森
林
整
備
課
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第

四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
農
地
及
び
農
業
用
施
設
」
を
「
農
地
、
農
業
用
施
設
及
び
林
野
」
に
改

め
、
同
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
の
管
理
者
に
報
告
若
し
く
は
資
料

の
提
出
を
求
め
、
又
は
職
員
を
し
て
当
該
地
す
べ
り
防
止
施
設
に
立
入
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
（

林
野
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

　

第
五
十
条
第
七
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

森
林
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
保
安
施
設
地
区
に
関
す
る
こ
と
。

イ　

保
安
施
設
地
区
指
定
を
表
示
す
る
標
識
を
設
置
す
る
こ
と
。



平成24年３月30日　金曜日 第 3 3 8 2 号 　増刊①福　岡　県　公　報45

ロ　

保
安
施
設
地
区
指
定
期
間
を
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
、
事
業
計
画
書
を
添
え
、
知
事
に

申
請
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

治
山
事
業
及
び
保
安
施
設
事
業
に
関
す
る
事
務

イ　

保
安
施
設
事
業
の
施
行
予
定
箇
所
及
び
保
安
施
設
地
区
調
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

ロ　

保
安
施
設
事
業
の
廃
止
を
行
う
こ
と
。

　

第
五
十
条
第
八
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
」
を
削
り
、
第
三
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

県
営
林
の
経
営
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
福
岡
県
県
営
林
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
五
号
）
を
「
規
則
」
、

福
岡
県
県
営
林
極
印
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
五
月
福
岡
県
訓
令
第
十
七
号
）
を
「
極
印
規
程
」
、

福
岡
県
県
営
林
看
守
人
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
八
月
福
岡
県
訓
令
第
四
十
一
号
）
を
「
服
務

規
程
」
、
福
岡
県
県
営
林
経
営
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
六
月
福
岡
県
訓
令
第
二
十
三
号
）
を
「
経

営
規
程
」
と
い
う
。

イ　

規
則
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
産
物
売
払
契
約
を
締
結
し
、
産
物
の
売
払
い

を
行
う
こ
と
（
公
売
の
公
告
並
び
に
立
木
に
よ
り
売
払
う
場
合
に
お
け
る
契
約
方
法
の
決
定
、

指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
指
名
、
随
意
契
約
者
の
指
名
及
び
予
定
価
格
の
決
定
を
除
く
。
）
。

ロ　

規
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
売
払
代
金
の
延
納
を
認
め
る
こ
と
。

ハ　

規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
延
滞
金
を
徴
収
す
る
こ
と
。

ニ　

規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
契
約
保
証
金
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
担
保
を
還
付
し
、
又

は
売
買
代
金
に
充
当
す
る
こ
と
。

ホ　

極
印
規
程
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
極
印
を
保
管
す
る
こ
と
。

ヘ　

極
印
規
程
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
極
印
事
故
報
告
書
を
農
林
水
産
部
長
に
提
出
す
る
こ

と
。

ト　

服
務
規
程
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
林
の
看
守
人
を
指
揮
監
督
す
る
こ
と
。

チ　

服
務
規
程
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
林
の
災
害
等
の
事
故
報
告
を
受
領
す
る

こ
と
。

リ　

服
務
規
程
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
林
の
看
守
人
の
服
務
実
績
報
告
を
受
領
す
る
こ

と
。

ヌ　

経
営
規
程
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
林
の
経
営
区
別
計
画
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ

る
こ
と
。

ル　

経
営
規
程
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
年
次
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
意
見
を
述

べ
る
こ
と
。

ヲ　

経
営
規
程
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
定
簿
を
作
成
し
、
農
林
水
産
部
長
の

承
認
を
受
け
る
こ
と
。

ワ　

経
営
規
程
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
定
簿
の
変
更
又
は
追
加
の
承
認
を
受
け
る
こ

と
。

カ　

県
営
林
の
境
界
標
、
土
塚
及
び
制
札
等
を
設
置
す
る
こ
と
。

ヨ　

県
営
林
地
に
火
入
れ
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
関
係
市
町
村
長
、
消
防
署
及
び
周
囲
一
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
以
内
に
あ
る
立
木
地
の
所
有
者
等
に
通
知
す
る
こ
と
。

タ　

県
行
造
林
の
土
地
所
有
者
か
ら
契
約
の
変
更
又
は
解
除
の
申
請
書
を
受
領
し
、
実
情
を
調
査

し
て
意
見
を
付
し
、
農
林
水
産
部
長
に
進
達
す
る
こ
と
。

レ　

県
営
林
の
看
守
人
の
配
置
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
部
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

ソ　

県
営
林
産
物
の
売
買
契
約
の
変
更
又
は
解
除
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
部
長
と
協
議
す
る
こ
と

。
ツ　

県
営
林
産
物
搬
出
期
限
の
延
期
の
承
認
を
行
い
、
延
期
承
認
書
の
交
付
を
す
る
こ
と
。

ネ　

天
災
そ
の
他
真
に
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
、
搬
出
延
期
料
の
免
除
を
行
う
こ
と
。

ナ　

県
営
林
産
物
の
搬
出
完
了
届
を
受
領
し
、
そ
の
跡
地
を
検
査
す
る
こ
と
。

ラ　

跡
地
検
査
の
結
果
、
期
間
を
定
め
て
必
要
な
措
置
を
命
じ
、
そ
の
履
行
の
確
認
を
行
う
こ
と

。
ム　

搬
出
未
済
物
件
の
処
理
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
部
長
の
指
示
を
受
け
る
こ
と
。

ウ　

県
営
林
産
物
の
売
買
物
件
の
伐
採
加
工
及
び
搬
出
施
設
の
設
置
の
承
認
を
す
る
こ
と
。

ヰ　

県
営
林
産
物
の
補
償
に
伴
う
諸
収
入
を
行
う
こ
と
。

ノ　

県
営
林
の
普
通
林
を
伐
採
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
森
林
法
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
伐
採
届

出
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

オ　

県
営
林
の
保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
に
お
い
て
立
木
竹
を
伐
採
し
、
立
木
を
損
傷
し
、
下

草
、
落
葉
若
し
く
は
落
枝
を
採
取
し
、
又
は
樹
根
の
採
掘
、
開
墾
そ
の
他
土
地
の
形
質
を
変
更

す
る
行
為
を
行
う
と
き
、
森
林
法
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
を
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受
け
る
こ
と
。

ク　

県
営
林
の
保
安
林
を
森
林
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
伐
採
し
た

と
き
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
を
す
る
こ
と
（
同
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
を
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ヤ　

県
営
林
の
保
安
林
に
お
い
て
森
林
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
四
号
に
掲

げ
る
場
合
に
、
立
木
竹
を
伐
採
し
、
立
木
を
損
傷
し
、
下
草
、
落
葉
若
し
く
は
落
枝
を
採
取
し

、
又
は
樹
根
の
採
掘
、
開
墾
そ
の
他
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き
、
同
条
第

九
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
を
す
る
こ
と
（
同
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

マ　

県
営
林
の
普
通
母
樹
又
は
普
通
母
樹
林
を
伐
採
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
林
業
種
苗
法
第
七
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
伐
採
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

ケ　

主
伐
後
の
跡
地
に
つ
い
て
再
び
造
林
契
約
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
主
伐
着
手
前
に
土
地
所

有
者
と
協
議
し
、
覚
書
を
作
成
し
、
そ
の
写
し
を
農
林
水
産
部
長
に
提
出
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
第
九
項
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第
一
号
ニ
中
「
企
画
振
興
部
長
」
を
「
企
画
・
地
域
振
興

部
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
総
務
部
消
防
防
災
課
」
を
「
総
務

部
防
災
危
機
管
理
局
防
災
企
画
課
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
す
る
。

　

第
五
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
農
業
総
合
試
験
場
長
委
任
事
項
）

第
五
十
一
条　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。

　

一　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
福
岡
県
土
壌
、
肥
料
等
分
析
並
び
に
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
福
岡
県
条
例
第

五
十
七
号
）
を
「
土
壌
等
分
析
条
例
」
、
福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
種
苗
等
配
布
規
程
（
昭
和
五

十
六
年
六
月
福
岡
県
告
示
第
八
百
二
十
八
号
）
を
「
配
布
規
程
」
、
福
岡
県
豚
産
肉
能
力
検
定
実

施
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
福
岡
県
告
示
第
八
百
二
十
九
号
）
を
「
豚
検
定
規
程
」
、
福
岡
県

鶏
経
済
能
力
検
定
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
福
岡
県
告
示
第
八
百
三
十
号
）
を
「
鶏
検
定
規
程

」
と
い
う
。

イ　

土
壌
等
分
析
条
例
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
壌
、
肥
料
等
の
分
析
の
依
頼
に
応
じ
な
い

こ
と
。

ロ　

公
の
施
設
条
例
第
七
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
種
苗
、
種
畜
及
び
種
鶏
等
を
県
内
の
適
当

と
認
め
る
者
に
配
布
す
る
こ
と
。

ハ　

配
布
規
程
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
配
布
す
る
種
苗
等
の
価
格
を
定
め
る
こ
と
。

ニ　

配
布
規
程
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
代
金
の
納
入
期
限
の
延
長
等
を
承

認
す
る
こ
と
。

ホ　

配
布
規
程
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
種
苗
等
の
配
布
の
決
定
を
取
り
消
し
、
そ
の

旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

ヘ　

配
布
規
程
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
種
畜
の
配
布
を
受
け
た
者
か
ら
繁
殖
成
績
報
告
書

を
受
理
す
る
こ
と
。

ト　

公
の
施
設
条
例
第
七
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
養
豚
者
の
う
ち
適
当
と
認
め
る
者
の
豚
の

産
肉
能
力
の
検
査
を
行
う
こ
と
。

チ　

豚
検
定
規
程
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
検
定
を
中
止
す
る
こ
と
。

リ　

豚
検
定
規
程
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
検
定
成
績
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

ヌ　

豚
検
定
規
程
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
検
定
を
終
了
し
た
豚
の
検
定
成
績
を
公
表
す
る

こ
と
。

ル　

公
の
施
設
条
例
第
七
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
養
鶏
振
興
法
第
七
条
に
規
定
す
る
登
録
ふ

化
業
者
の
う
ち
適
当
と
認
め
た
者
の
鶏
の
経
済
能
力
の
検
定
を
行
う
こ
と
。

ヲ　

鶏
検
定
規
程
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
検
定
の
期
間
を
定
め
る
こ
と
。

ワ　

鶏
検
定
規
程
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
検
定
を
中
止
す
る
こ
と
。

カ　

鶏
検
定
規
程
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
検
定
終
了
後
、
そ
の
成
績
を
公
表
す
る
こ
と
。

ヨ　

試
験
場
の
事
業
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

タ　

試
験
研
究
に
関
す
る
設
計
及
び
試
験
成
績
の
公
表
を
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
五
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
農
業
大
学
校
長
委
任
事
項
）

第
五
十
五
条
の
二　

福
岡
県
農
業
大
学
校
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。

　

一　

福
岡
県
農
業
大
学
校
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
福
岡
県
農
業
大
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
五
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号
）

を
「
学
則
」
と
い
う
。

イ　

公
の
施
設
条
例
第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
退
学
さ
せ
る
こ
と
。

ロ　

学
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
期
を
定
め
る
こ
と
。
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ハ　

学
則
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
休
業
日
を
変
更
し
、
又
は
臨
時
休
業
を
す
る
こ
と
。

ニ　

学
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
授
業
科
目
及
び
単
位
数
を
定
め
る
こ
と
。

ホ　

学
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
入
学
試
験
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
合
否

を
判
定
し
、
及
び
筆
記
試
験
を
免
除
す
る
こ
と
。

ヘ　

学
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
生
の
募
集
に
関
し
公
告
す
る
こ
と
。

ト　

学
則
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民
票
抄
本
等
、
誓
約
書
又
は
変

更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

チ　

学
則
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
休
学
願
又
は
退
学
願
を
受
理
し
、
休
学
又
は
退
学
を
許

可
す
る
こ
と
。

リ　

学
則
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
復
学
願
を
受
理
し
、
復
学
を
許
可
す
る
こ
と
。

ヌ　

学
則
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
卒
業
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

ル　

学
則
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
卒
業
証
書
を
授
与
す
る
こ
と
。

ヲ　

学
則
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
彰
す
る
こ
と
。

ワ　

学
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
懲
戒
す
る
こ
と
。

カ　

学
則
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
診
断
を
実
施
す
る
こ
と
。

ヨ　

学
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
生
証
を
発
行
す
る
こ
と
。

タ　

学
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。

レ　

学
則
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
修
期
間
を
定
め
る
こ
と
。

ソ　

学
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
修
科
の
受
講
資
格
を
定
め
る
こ
と
。

ツ　

学
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
修
科
の
運
営
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

ネ　

学
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
生
寮
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

ナ　

学
則
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
則
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

。

　

第
六
十
五
条
の
二
中
「
農
村
整
備
課
」
を
「
農
村
森
林
整
備
課
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
六
条
第
三
号
中
「
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
」
を
削
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
第
二
号
中
「
大
濠
公
園
能
楽
堂
」
の
下
に
「
及
び
旧
福
岡
県
公
会
堂
貴
賓
館
」
を

加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
及
び
同
条
第
十
四
項
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
六

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

施
行
日
前
に
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
旧
受
任
者
」
と

い
う
。
）
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
旧
受

任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施

行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「

新
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も

の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
新
受
任
者
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
新
受
任
者
に
対
し

て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

３　

施
行
日
前
に
旧
受
任
者
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
申
請

等
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
知
事
が
処
理
し
、
又
は
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務

に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
知
事
に
対
し

て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
中

「
１　

所
長

２　

場
長

３　

校
長

４　

園
長

上
司
の
命
を
受
け
、
当
該
出
先
機
関
の
事
務
を
掌
理
し
、

所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

を
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５　

副
所
長

６　

次
長

７　

副
場
長

８　

副
校
長

９　

副
園
長

当
該
出
先
機
関
の
長
を
補
佐
し
、
当
該
出
先
機
関
の
長
に

事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

代
理
す
る
。

」

「
１　

所
長

２　

場
長

３　

校
長

４　

園
長

４
の
２　

館
長

上
司
の
命
を
受
け
、
当
該
出
先
機
関
の
事
務
を
掌
理
し
、

所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

に
改
め
る
。

５　

副
所
長

６　

次
長

７　

副
場
長

８　

副
校
長

９　

副
園
長

９
の
２　

副
館
長

当
該
出
先
機
関
の
長
を
補
佐
し
、
当
該
出
先
機
関
の
長
に

事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

代
理
す
る
。

」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
八
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
五
の
項
下
欄
中
ヲ
を
削
り
、
同
項
下
欄
ル
中
「
第
五
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
ル
を
同

項
下
欄
ヲ
と
し
、
同
項
下
欄
中
ヌ
を
ル
と
し
、
同
項
下
欄
リ
中
「
（
北
九
州
市
、
福
岡
市
及
び
久
留
米

市
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
内
に
事
務
所
並
び
に
す
べ
て
の
病
院
、
診
療
所
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
を

有
す
る
医
療
法
人
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
市
所
管
法
人
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
ヌ
、
ヲ
、

ソ
、
ツ
及
び
ケ
か
ら
エ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
リ
を
同
項
下
欄
ヌ
と
し
、
同
項
下
欄

チ
中
「
第
四
十
六
条
の
四
第
三
項
」
を
「
第
四
十
六
条
の
四
第
七
項
」
に
改
め
、
同
チ
を
同
項
下
欄
リ

と
し
、
同
リ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

チ　

法
第
四
十
六
の
四
第
六
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
（
北
九
州
市
、
福
岡
市
及
び
久
留
米
市
に

あ
っ
て
は
、
当
該
市
内
に
事
務
所
並
び
に
全
て
の
病
院
、
診
療
所
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
を

有
す
る
医
療
法
人
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
市
所
管
法
人
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
ヌ

、
ル
、
ソ
、
ツ
及
び
ケ
か
ら
エ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
特
別
代
理
人
の
選
任
の
申
請
に
係

る
書
類

　

別
表
五
の
項
下
欄
ワ
中
「
第
六
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る

清
算
人
の
登
記
」
を
「
第
五
十
六
条
の
六
に
規
定
す
る
清
算
人
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
カ
中
「
第
六
十

八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
六
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
ノ
中

「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
」
の
下
に
「
又
は
陽
電
子
断
層
撮
影
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
」
を
加
え

、
同
項
下
欄
オ
中
「
第
二
十
四
条
第
十
一
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
二
号
」
に
改
め
、
「
エ
ッ
ク
ス

線
装
置
」
の
下
に
「
及
び
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
ク
中
「
書
類
（
」
の
下
に

「
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。
」
を
加
え
、
「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
」
の
下

に
「
又
は
陽
電
子
断
層
撮
影
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
ヤ
中
「
診
療
用
放
射
性

同
位
元
素
」
の
下
に
「
又
は
陽
電
子
断
層
撮
影
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
」
を
加
え
る
。

　

別
表
六
の
項
下
欄
中
ホ
及
び
ヘ
を
削
り
、
ト
を
ホ
と
し
、
チ
か
ら
ワ
ま
で
を
ヘ
か
ら
ル
ま
で
と
し
、

カ
を
削
り
、
ヨ
を
ヲ
と
す
る
。

　

別
表
一
一
の
項
下
欄
ソ
か
ら
ナ
ま
で
及
び
ム
の
規
定
中
「
既
存
薬
種
商
」
を
「
薬
種
商
販
売
業
」
に

改
め
、
同
項
下
欄
ウ
中
「
及
び
薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生

労
働
省
令
第
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
十
二
条
」
及
び
「

（
既
存
一
般
販
売
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
マ
中
「
改
正
省
令
」
を
「
薬

事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
中
ミ
を
削
り
、
シ
を
ミ
と
し
、
ヱ
か
ら

ス
ま
で
を
シ
か
ら
セ
ま
で
と
す
る
。

　

別
表
一
五
の
項
下
欄
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
を
削
り
、
ト
を
ロ
と
し
、
チ
を

ハ
と
す
る
。

　

別
表
三
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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三
一　

削
除

　

別
表
三
二
の
五
の
項
下
欄
ロ
中
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
号　

同
条
第
五
号
」
に
改
め
、
同

項
下
欄
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ　

そ
の
他
の
市
（
福
岡
市
を
除
く
。
）　

規
則
第
四
条
第
五
号

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
一
一
の
項
の
改
正
規
定

は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

告
　
　
　
示

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

　

県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
五
十
一
年
九
月
福
岡
県
告
示
第
千
三
百
四
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	
福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

三
池
港
⑹
荷
さ
ば
き
施
設
の
表
移
動
式
荷
役
機
械
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

施
設
の
種
類

名
称

位
置

荷
役
能
力

移
動
式
荷
役

機
械

タ
イ
ヤ
マ
ウ
ン
ト
式

ジ
ブ
ク
レ
ー
ン

内
港
北
公
共
岸
壁

18個
／
ｈ

（コ
ン
テ
ナ

）

300ｔ
／
ｈ

（バ
ラ
荷

）

ク
ロ
ー
ラ
ク
レ
ー
ン

内
港
北
公
共
岸
壁

12個
／
ｈ

（コ
ン
テ
ナ

）

200ｔ
／
ｈ

（バ
ラ
荷

）

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号

　

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団
体
の
数
を
増
加
し
、
及
び
同
協
議
会
の
規
約

の
一
部
を
変
更
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

六
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

一　

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
、
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
に
熊
本
市
を
加
え
る
。

二　

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
変
更

　
　
　
　

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
規
約

　
　

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

　
　

第
三
条
第
二
号
中
「
相
模
原
市
」
の
下
に
「
、
熊
本
市
」
を
加
え
る
。

　
　

第
六
条
中
「
委
員
九
人
」
を
「
委
員
十
人
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

１　

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
約
に
よ
る
変
更
後
の
規
約
（
以
下
「
変
更
後
の
規
約
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
委
員
に
選
任
さ
れ
た
者
の
任
期
は
、
変
更
後

の
規
約
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
ま
で
と
す
る
。

　

福
岡
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号

　

西
日
本
宝
く
じ
事
務
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団
体
の
数
を
増
加
し
、
及
び
同
協
議
会
の
規
約
の

一
部
を
変
更
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
六

の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

一　

西
日
本
宝
く
じ
事
務
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
、
西
日
本
宝
く
じ
事
務
協
議
会
に
熊
本
市
を
加
え
る
。

二　

西
日
本
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
変
更

　
　
　
　

西
日
本
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
規
約

　
　

西
日
本
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

　
　

第
三
条
中
「
広
島
市
及
び
岡
山
市
」
を
「
広
島
市
、
岡
山
市
及
び
熊
本
市
」
に
改
め
る
。

　
　

第
六
条
中
「
二
十
一
人
」
を
「
二
十
二
人
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
七
条
第
二
項
中
「
広
島
県
及
び
岡
山
県
」
を
「
広
島
県
、
岡
山
県
及
び
熊
本
県
」
に
改
め
、

　
　

「
岡
山
市
に
」
の
下
に
「
、
熊
本
県
に
あ
つ
て
は
熊
本
県
知
事
及
び
熊
本
市
長
の
協
議
に
よ
り
定
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め
た
割
合
を
も
つ
て
熊
本
県
及
び
熊
本
市
に
」
を
加
え
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
附
　
則

　
　

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号

　

収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定
（
平
成
五
年
一
月
福
岡
県
告
示
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

一
の
表
収
納
代
理
金
融
機
関
名
の
欄
中

「
住　
　

友
信
託
銀
行　

を
「	

三
井
住
友
信
託
銀
行
」
に
改
め
る
。

　

中
央
三
井
信
託
銀
行
」

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号

　

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地
域
の
指
定
（
平
成
十
一
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
六

百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
「
及
び
環
境
基
準
に
係
る
水

域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
七
十
一
号
）
第
二
項
」
を

削
り
、
表
Ａ
の
項
中
「
、
北
九
州
市
長
、
福
岡
市
長
及
び
久
留
米
市
長
（
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。

）
」
を
削
り
、
「
知
事
等
」
を
「
福
岡
県
知
事
」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
百
号
）
」
の
下
に
「
第
八
条
」
を
、
「
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）

」
の
下
に
「
第
二
条
」
を
加
え
、
「
に
規
定
す
る
飛
行
場
」
を
「
第
二
条
に
規
定
す
る
空
港
等
」
に
改

め
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
六
十
号

　

環
境
基
本
法
に
基
づ
き
新
幹
線
鉄
道
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地
域
（
平
成
十

四
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
表
Ⅰ
の
項
中
「
及
び
第
二
十

五
条
」
を
削
り
、
「
、
北
九
州
市
長
、
福
岡
市
長
及
び
久
留
米
市
長
」
を
「
（
市
の
区
域
内
の
地
域
に

つ
い
て
は
、
市
長
。
）
」
に
改
め
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号	

　

騒
音
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福
岡
県
告
示

第
千
七
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

「
全
市
町
村
（
北
九
州
市
、
福
岡
市
及
び
久
留
米
市
を
除
く
。
）
」
を
「
全
町
村
」
に
、
「
関
係
市

町
村
役
場
」
を
「
関
係
町
村
役
場
」
に
改
め
る
。

　

次
の
図
面
の
う
ち
、
福
岡
県
内
の
市
に
係
る
部
分
を
削
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号

　

騒
音
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福

岡
県
告
示
第
千
七
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

「
指
定
さ
れ
た
」
を
「
、
福
岡
県
知
事
が
指
定
す
る
」
に
、
「
関
係
市
町
村
役
場
」
を
「
関
係
町
村

役
場
」
に
改
め
る
。

　

別
添
図
面
の
う
ち
、
福
岡
県
内
の
市
に
係
る
部
分
を
削
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
六
十
三
号

　

特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
基
準
別
表
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
の

指
定
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福
岡
県
告
示
第
千
七
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
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成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

「
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
」
を
「
に
基
づ
き
、
福
岡
県
知
事
が
指
定
す
る
地
域
（
以
下
「
指
定
地

域
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
第
二
号
中
「
第
四
種
区
域
」
を
「
指
定
地
域
の
う
ち
、
第
四
種
区
域
」

に
、
「
区
域
）
の
う
ち
」
を
「
区
域
）
で
あ
つ
て
」
に
改
め
、
「
関
係
市
町
村
役
場
」
を
「
関
係
町
村

役
場
」
に
改
め
る
。

　

別
添
図
面
の
う
ち
、
福
岡
県
内
の
市
に
係
る
部
分
を
削
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号

　

騒
音
規
制
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
内
に
お
け
る
自
動
車
騒
音
の
限
度
を
定

め
る
総
理
府
令
別
表
備
考
の
区
域
（
平
成
十
二
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号
の
四
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	
福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

表
ａ
の
項
中
「
基
づ
き
」
の
下
に
「
、
福
岡
県
知
事
が
」
を
加
え
、
同
表
備
考
中
「
都
市
計
画
法
（

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
」
の
下
に
「
第
八
条
」
を
、
「
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

十
八
号
）
」
の
下
に
「
第
二
条
」
を
加
え
、
「
に
規
定
す
る
飛
行
場
」
を
「
第
二
条
に
規
定
す
る
空
港

等
」
に
改
め
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号

　

振
動
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福
岡
県
告
示

第
千
七
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

「
全
市
町
村
（
北
九
州
市
、
福
岡
市
及
び
久
留
米
市
を
除
く
。
）
」
を
「
全
町
村
」
に
、
「
関
係
市

町
村
役
場
」
を
「
関
係
町
村
役
場
」
に
改
め
る
。

　

次
の
図
面
の
う
ち
、
福
岡
県
内
の
市
に
係
る
部
分
を
削
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

　

振
動
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福

岡
県
告
示
第
千
七
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

「
指
定
さ
れ
た
」
を
「
、
福
岡
県
知
事
が
指
定
す
る
」
に
、
「
関
係
市
町
村
役
場
」
を
「
関
係
町
村

役
場
」
に
改
め
る
。

　

別
添
図
面
の
う
ち
、
福
岡
県
内
の
市
に
係
る
部
分
を
削
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
六
十
七
号

　

振
動
規
制
法
施
行
規
則
別
表
第
一
付
表
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
の
指
定
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月

福
岡
県
告
示
第
千
七
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

「
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
」
を
「
に
基
づ
き
、
福
岡
県
知
事
が
指
定
す
る
地
域
（
以
下
「
指
定
地

域
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
第
二
号
中
「
前
号
に
規
定
す
る
区
域
以
外
の
区
域
」
を
「
指
定
地
域
の

う
ち
、
第
二
種
区
域
（
別
添
図
面
に
お
い
て
桃
色
で
着
色
し
た
区
域
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
「
関
係

市
町
村
役
場
」
を
「
関
係
町
村
役
場
」
に
改
め
る
。

　

別
添
図
面
の
う
ち
、
福
岡
県
内
の
市
に
係
る
部
分
を
削
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
六
十
八
号

　

振
動
規
制
法
施
行
規
則
別
表
第
二
備
考
１
及
び
２
に
規
定
す
る
区
域
及
び
時
間
の
区
分
（
昭
和
六
十

一
年
十
一
月
福
岡
県
告
示
第
千
七
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

「
指
定
さ
れ
た
」
を
「
、
福
岡
県
知
事
が
指
定
す
る
」
に
改
め
、
「
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
福
岡
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県
知
事
が
」
を
加
え
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
六
十
九
号

　

悪
臭
防
止
法
に
基
づ
く
規
制
地
域
及
び
規
制
基
準	

（
平
成
十
四
年
福
岡
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

第
一
号
中
「
関
係
市
役
所
及
び
町
役
場
」
を
「
関
係
町
役
場
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
大
牟
田
市
、

田
川
市
、
柳
川
市
、
大
川
市
、
小
郡
市
、
宗
像
市
、
う
き
は
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
」
を

削
り
、
「
、
直
方
市
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
並
び
に
旧
黒
木
町
（
平
成
二
十
二
年
一
月
三

十
一
日
に
お
け
る
八
女
郡
黒
木
町
の
区
域
を
い
う
。
）
、
旧
矢
部
村
（
平
成
二
十
二
年
一
月
三
十
一
日

に
お
け
る
八
女
郡
矢
部
村
の
区
域
を
い
う
。
）
及
び
旧
星
野
村
（
平
成
二
十
二
年
一
月
三
十
一
日
に
お

け
る
八
女
郡
星
野
村
の
区
域
を
い
う
。
）
の
区
域
」
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
直
方
市
及
び
」
を
削
り
、

同
号
ハ
中
「
飯
塚
市
、
筑
後
市
、
行
橋
市
、
豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、

太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福
津
市
、
み
や
ま
市
、
」
を
削
り
、
「
、
朝
倉
市
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改

め
、
「
並
び
に
旧
八
女
市
（
平
成
二
十
二
年
一
月
三
十
一
日
に
お
け
る
八
女
市
の
区
域
を
い
う
。
）
及

び
旧
立
花
町
（
平
成
二
十
二
年
一
月
三
十
一
日
に
お
け
る
八
女
郡
立
花
町
の
区
域
を
い
う
。
）
の
区
域

」
を
削
り
、
同
号
ニ
中
「
朝
倉
市
及
び
」
を
削
る
。

　

次
の
図
面
の
う
ち
、
直
方
市
及
び
朝
倉
市
に
係
る
部
分
を
削
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
七
十
号

　

福
岡
県
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
農
業
大
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
五
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。
」
を
「
校
長
が
別
に
定
め
る
。

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

　

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

訓
　
　
　
令

　
福
岡
県
訓
令
第
四
号

	

本　
　

庁　
　

	

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
競
争
入
札
制
度
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
競
争
入
札
制
度
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
競
争
入
札
制
度
審
査
会
規
程
（
昭
和
四
十
年
六
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
の
表
中
「
農
村
整
備
課
長
」
を
「
農
村
森
林
整
備
課
長
」
に
改
め
、
「
、
森
林
保
全

課
長
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
訓
令
第
五
号

本

庁

出

先

機

関

福
岡
県
警
察
本
部

福

岡

県

教

育

庁

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局

福
岡
県
議
会
事
務
局

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

「
副
課
長
及
び
健
康
管
理

監
の
専
決
事
項

当
該
事
務
を
担
当
す
る
課

長
補
佐
（
当
該
事
務
を
担

当
す
る
課
長
補
佐
が
い
な

い
場
合
は
、
主
務
係
の
係

長
）

主
務
係
の
係
長
（
当
該
事

務
を
担
当
す
る
課
長
補
佐

が
い
な
い
場
合
は
、
課
長

が
指
定
す
る
職
員
）

」
を

「
副
課
長
及
び
健
康
管
理

監
の
専
決
事
項

当
該
事
務
を
担
当
す
る
課

長
補
佐
（
当
該
事
務
を
担

当
す
る
課
長
補
佐
が
い
な

い
場
合
は
、
主
務
係
の
係

長
）

主
務
係
の
係
長
（
当
該
事

務
を
担
当
す
る
課
長
補
佐

が
い
な
い
場
合
は
、
課
長

が
指
定
す
る
職
員
）

に
、

公
文
書

館

館
長
の
決
裁

事
項

副
館
長

館
長
が
指
定
す
る
職
員

」

「
農
業
大

学
校

校
長
の
決
裁

事
項

副
校
長

総
務
課
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
総
務
課
長
、
教
務

部
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て

は
教
務
部
長

副
校
長
の
決

裁
事
項

総
務
課
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
総
務
課
長
、
教
務

部
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て

は
教
務
部
長

総
務
課
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
総
務
課
副
長
（
副

長
を
置
か
な
い
と
き
は
校

長
が
指
定
す
る
職
員
）
、

教
務
部
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
校
長
が
指
定
す
る

職
員

教
務
部
長
の

決
裁
事
項

校
長
が
指
定
す
る
職
員

校
長
が
指
定
す
る
職
員

農
業
総

合
試
験

場

場
長
の
決
裁

事
項

副
場
長

主
務
部
の
部
長

副
場
長
の
決

裁
事
項

主
務
部
の
部
長

主
務
課
の
課
長
（
課
長
を

置
か
な
い
部
に
あ
つ
て
は

、
場
長
が
指
定
す
る
職
員

）

部
長
の
決
裁

事
項

主
務
課
の
課
長
（
課
長
を

置
か
な
い
部
に
あ
つ
て
は

、
場
長
が
指
定
す
る
職
員

）

主
務
課
の
副
長
（
副
長
を

置
か
な
い
部
及
び
課
に
あ

つ
て
は
、
場
長
が
指
定
す

る
職
員
）

課
長
の
決
裁

事
項

副
長
（
副
長
を
置
か
な
い

課
に
あ
つ
て
は
、
場
長
が

指
定
す
る
職
員
）

場
長
が
指
定
す
る
職
員

分
場
長
の
決

裁
事
項

次
長

分
場
長
が
指
定
す
る
職
員

森
林
林

業
技
術

セ
ン
タ

ー

所
長
の
決
裁

事
項

主
務
部
の
部
長

主
務
課
の
課
長

部
長
の
決
裁

事
項

主
務
課
の
課
長

所
長
が
指
定
す
る
職
員

課
長
の
決
裁

事
項

所
長
が
指
定
す
る
職
員

所
長
が
指
定
す
る
職
員

水
産
海

洋
技
術

セ
ン
タ

ー

所
長
の
決
裁

事
項

企
画
管
理
部
の
所
掌
事
務

に
つ
い
て
は
企
画
管
理
部

長
、
研
究
部
の
所
掌
事
務

に
つ
い
て
は
研
究
部
長
、

研
究
所
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
研
究
所
長

主
務
課
の
課
長
（
内
水
面

研
究
所
に
あ
つ
て
は
次
長

）

を

部
長
の
決
裁

事
項

主
務
課
の
課
長

所
長
が
指
定
す
る
職
員

研
究
所
長
の

決
裁
事
項

主
務
課
の
課
長
（
内
水
面

研
究
所
に
あ
つ
て
は
次
長

）

研
究
所
長
が
指
定
す
る
職

員
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課
長
の
決
裁

事
項

所
長
が
指
定
す
る
職
員

所
長
が
指
定
す
る
職
員

農
林
事

務
所

所
長
の
決
裁

事
項

普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
の
所

掌
事
務
に
つ
い
て
は
セ
ン

タ
ー
長
、
そ
の
他
の
事
務

に
つ
い
て
は
副
所
長

出
張
所
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
出
張
所
長
、
そ
の

他
の
事
務
に
つ
い
て
は
主

務
課
の
課
長

副
所
長
の
決

裁
事
項

出
張
所
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
出
張
所
長
、
そ
の

他
の
事
務
に
つ
い
て
は
主

務
課
の
課
長

出
張
所
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
所
長
が
指
定
す
る

職
員
、
そ
の
他
の
事
務
に

つ
い
て
は
、
課
長
補
佐
を

置
く
課
に
あ
つ
て
は
主
務

課
の
課
長
補
佐
、
課
長
補

佐
を
置
か
な
い
課
に
あ
つ

て
は
主
務
係
の
係
長
又
は

主
務
課
の
副
長
（
係
長
及

び
副
長
を
置
か
な
い
課
に

あ
つ
て
は
、
所
長
が
指
定

す
る
職
員
）

セ
ン
タ
ー
長

の
決
裁
事
項

主
務
課
の
課
長

課
長
補
佐
を
置
く
課
に
あ

つ
て
は
主
務
課
の
課
長
補

佐
、
課
長
補
佐
を
置
か
な

い
課
に
あ
つ
て
は
主
務
係

の
係
長

課
長
の
決
裁

事
項

課
長
補
佐
を
置
く
課
に
あ

つ
て
は
課
長
補
佐
、
課
長

補
佐
を
置
か
な
い
課
に
あ

つ
て
は
主
務
係
の
係
長
又

は
副
長
（
係
長
及
び
副
長

を
置
か
な
い
課
に
あ
つ
て

は
、
所
長
が
指
定
す
る
職

員
）

課
長
補
佐
を
置
く
課
に
あ

つ
て
は
主
務
係
の
係
長
、

課
長
補
佐
を
置
か
な
い
課

に
あ
つ
て
は
所
長
が
指
定

す
る
職
員

出
張
所
長
の

決
裁
事
項

所
長
が
指
定
す
る
職
員

所
長
が
指
定
す
る
職
員

」

「
農
林
事

務
所

所
長
の
決
裁

事
項

普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
の
所

掌
事
務
に
つ
い
て
は
セ
ン

タ
ー
長
、
そ
の
他
の
事
務

に
つ
い
て
は
副
所
長

出
張
所
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
出
張
所
長
、
そ
の

他
の
事
務
に
つ
い
て
は
主

務
課
の
課
長

副
所
長
の
決

裁
事
項

出
張
所
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
出
張
所
長
、
そ
の

他
の
事
務
に
つ
い
て
は
主

務
課
の
課
長

出
張
所
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
所
長
が
指
定
す
る

職
員
、
そ
の
他
の
事
務
に

つ
い
て
は
、
課
長
補
佐
を

置
く
課
に
あ
つ
て
は
主
務

課
の
課
長
補
佐
、
課
長
補

佐
を
置
か
な
い
課
に
あ
つ

て
は
主
務
係
の
係
長
又
は

主
務
課
の
副
長
（
係
長
及

び
副
長
を
置
か
な
い
課
に

あ
つ
て
は
、
所
長
が
指
定

す
る
職
員
）

セ
ン
タ
ー
長

の
決
裁
事
項

主
務
課
の
課
長

課
長
補
佐
を
置
く
課
に
あ

つ
て
は
主
務
課
の
課
長
補

佐
、
課
長
補
佐
を
置
か
な

い
課
に
あ
つ
て
は
主
務
係

の
係
長

課
長
の
決
裁

事
項

課
長
補
佐
を
置
く
課
に
あ

つ
て
は
課
長
補
佐
、
課
長

補
佐
を
置
か
な
い
課
に
あ

つ
て
は
主
務
係
の
係
長
又

は
副
長
（
係
長
及
び
副
長

を
置
か
な
い
課
に
あ
つ
て

は
、
所
長
が
指
定
す
る
職

員
）

課
長
補
佐
を
置
く
課
に
あ

つ
て
は
主
務
係
の
係
長
、

課
長
補
佐
を
置
か
な
い
課

に
あ
つ
て
は
所
長
が
指
定

す
る
職
員

出
張
所
長
の

決
裁
事
項

所
長
が
指
定
す
る
職
員

所
長
が
指
定
す
る
職
員

農
業
総

合
試
験

場

場
長
の
決
裁

事
項

副
場
長

主
務
部
の
部
長
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副
場
長
の
決

裁
事
項

主
務
部
の
部
長

主
務
課
の
課
長
（
課
長
を

置
か
な
い
部
に
あ
つ
て
は

、
場
長
が
指
定
す
る
職
員

）

部
長
の
決
裁

事
項

主
務
課
の
課
長
（
課
長
を

置
か
な
い
部
に
あ
つ
て
は

、
場
長
が
指
定
す
る
職
員

）

主
務
課
の
副
長
（
副
長
を

置
か
な
い
部
及
び
課
に
あ

つ
て
は
、
場
長
が
指
定
す

る
職
員
）

に
、

課
長
の
決
裁

事
項

副
長
（
副
長
を
置
か
な
い

課
に
あ
つ
て
は
、
場
長
が

指
定
す
る
職
員
）

場
長
が
指
定
す
る
職
員

分
場
長
の
決

裁
事
項

次
長

分
場
長
が
指
定
す
る
職
員

農
業
大

学
校

校
長
の
決
裁

事
項

副
校
長

総
務
課
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
総
務
課
長
、
教
務

部
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て

は
教
務
部
長

副
校
長
の
決

裁
事
項

総
務
課
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
総
務
課
長
、
教
務

部
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て

は
教
務
部
長

総
務
課
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
総
務
課
副
長
（
副

長
を
置
か
な
い
と
き
は
校

長
が
指
定
す
る
職
員
）
、

教
務
部
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
校
長
が
指
定
す
る

職
員

教
務
部
長
の

決
裁
事
項

校
長
が
指
定
す
る
職
員

校
長
が
指
定
す
る
職
員

森
林
林

業
技
術

セ
ン
タ

ー

所
長
の
決
裁

事
項

主
務
部
の
部
長

主
務
課
の
課
長

部
長
の
決
裁

事
項

主
務
課
の
課
長

所
長
が
指
定
す
る
職
員

課
長
の
決
裁

事
項

所
長
が
指
定
す
る
職
員

所
長
が
指
定
す
る
職
員

水
産
海

洋
技
術

セ
ン
タ

ー

所
長
の
決
裁

事
項

企
画
管
理
部
の
所
掌
事
務

に
つ
い
て
は
企
画
管
理
部

長
、
研
究
部
の
所
掌
事
務

に
つ
い
て
は
研
究
部
長
、

研
究
所
の
所
掌
事
務
に
つ

い
て
は
研
究
所
長

主
務
課
の
課
長
（
内
水
面

研
究
所
に
あ
つ
て
は
次
長

）

部
長
の
決
裁

事
項

主
務
課
の
課
長

所
長
が
指
定
す
る
職
員

研
究
所
長
の

決
裁
事
項

主
務
課
の
課
長
（
内
水
面

研
究
所
に
あ
つ
て
は
次
長

）

研
究
所
長
が
指
定
す
る
職

員

課
長
の
決
裁

事
項

所
長
が
指
定
す
る
職
員

所
長
が
指
定
す
る
職
員

」

「
警
察
本
部
総
務
部
長
の

決
裁
事
項

会
計
課
長

庶
務
を
担
当
す
る
会
計
課

課
長
補
佐

」
を

「
警
察
本
部
総
務
部
長
の

決
裁
事
項

会
計
課
長

会
計
課
次
席

」
に
、

「
財
務
担

当
所
長

の
決
裁

事
項

警
察
署

副
署
長

会
計
課
長
（
会
計
課
長
を

置
か
な
い
警
察
署
に
あ
つ

て
は
会
計
係
長
、
会
計
課

長
及
び
会
計
係
長
を
置
か

な
い
警
察
署
に
あ
つ
て
は

会
計
主
任
）

福
岡
県
警
察

学
校

副
校
長

会
計
科
長

福
岡
県
自
動

車
警
ら
隊

副
隊
長

会
計
係
長

福
岡
県
機
動

捜
査
隊

副
隊
長

会
計
係
長

を
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福
岡
県
交
通

機
動
隊

副
隊
長

会
計
係
長

福
岡
県
高
速

道
路
交
通
警

察
隊

副
隊
長

会
計
係
長

福
岡
県
機
動

隊

副
隊
長

会
計
係
長

福
岡
県
北
九

州
市
警
察
部

次
長

機
動
警
察
隊
長

」

「
財
務
担

当
所
長

の
決
裁

事
項

福
岡
県
警

察
交
通
機

動
隊

副
隊
長

会
計
係
長

福
岡
県
警
察

高
速
道
路
交

通
警
察
隊

副
隊
長

会
計
係
長

福
岡
県
警
察

第
一
機
動
隊

副
隊
長

会
計
係
長

福
岡
県
警
察

第
二
機
動
隊

副
隊
長

会
計
係
長

に
改
め
、
同

北
九
州
市
警

察
部

次
長

機
動
警
察
隊
長

福
岡
県
警
察

学
校

副
校
長

会
計
科
長

警
察
署

副
署
長

会
計
課
長
又
は
警
察
署
長

が
指
定
す
る
職
員

」

表
の
注
２
中
「
総
務
部
次
長
（
消
防
防
災
課
の
所
管
事
項
を
担
当
す
る
次
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
担
当
次
長
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
」
を
「
総
務
部
防
災
危
機
管
理
局
長
」
に
、
「
及
び
担
当
次

長
」
を
「
及
び
総
務
部
防
災
危
機
管
理
局
長
」
に
、
「
総
務
部
消
防
防
災
課
長
」
を
「
総
務
部
防
災
危

機
管
理
局
防
災
企
画
課
長
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四　

福
岡
県
立
公
文
書
館
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
三
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例

」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
歴
史
公
文
書
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
務

　
　

イ　

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
付
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
中

「
福
岡
県
病
害
虫
防
除
所
筑
後
支
所

　

福
岡
県
病
害
虫
防
除
所
行
橋
支
所

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
豊
前
分
場　
　
　

を

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
筑
後
分
場

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
八
女
分
場

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
果
樹
苗
木
分
場
」

「
福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
豊
前
分
場						

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
筑
後
分
場

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
八
女
分
場　
　
　

に
改
め
る
。

　

福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
果
樹
苗
木
分
場

　

福
岡
県
病
害
虫
防
除
所
筑
後
支
所

　

福
岡
県
病
害
虫
防
除
所
行
橋
支
所　
　
　

」

　

第
二
十
一
条
の
七
を
削
り
、
第
二
十
一
条
の
八
を
第
二
十
一
条
の
七
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

　

（
農
業
大
学
校
教
務
部
長
専
決
事
項
）

第
二
十
一
条
の
八　

農
業
大
学
校
の
教
務
部
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
専
決
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

　

一　

教
務
部
長

イ　

委
任
規
則
第
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す

る
事
務
に
あ
つ
て
は
所
属
職
員
の
事
務
分
担
の
決
定
に
係
る
も
の
に
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四

号
に
規
定
す
る
事
務
に
あ
つ
て
は
所
属
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ　

第
二
十
一
条
第
三
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
、
第
四
号
及
び
第
十
一
号
に
規
定
す
る
事
務
（
同
条
第

三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務
に
あ
つ
て
は
、
所
属
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ　

所
属
職
員
（
役
付
職
員
を
除
く
。
）
の
昇
任
、
降
任
、
配
置
換
、
転
任
及
び
退
職
の
内
申
に

つ
い
て
校
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。
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別
表
一
第
一
項
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
部
長
等
専

決
事
項
の
欄
中
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
八
号
を

第
十
五
号
と
し
、
第
十
九
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の
上
欄
中
第
九
号
を
削
り
、
同

表
第
十
一
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
一
の
二　

福
岡
県
立
公
文
書
館
条
例
（
以
下
こ
の
項
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
歴
史

公
文
書
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
務

１　

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意

見
を
付
す
る
こ
と
。

　

別
表
二
注
６
中
「
森
林
保
全
課
長
」
を
「
林
業
振
興
課
長
」
に
改
め
、
同
表
注
７
中
「
農
村
整
備
課

長
」
を
「
農
村
森
林
整
備
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
訓
令
第
六
号

	

本　
　

庁　
　

	

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
東
九
州
自
動
車
道
建
設
促
進
事
務
関
係
の
項
中

「
京
都
郡
苅
田
町

を

豊
前
市

」

「
豊
前
市

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
訓
令
第
七
号

	

環　

境　

部　
　

	

農
林
事
務
所　
　

　

福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程

第
一
条　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
の
鳥
獣
保
護
事
業
の
実
施
に
関
す

る
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
鳥
獣
保
護
員
（
以
下
「
保
護
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

第
二
条　

保
護
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
こ
れ
を
任
命
す
る
。

一　

鳥
獣
保
護
及
び
狩
猟
に
つ
い
て
知
識
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
鳥
獣
保
護
区
又
は
休
猟
の
地
区
内

に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
者

二　

福
岡
県
猟
友
会
各
支
部
会
長
又
は
日
本
野
鳥
の
会
福
岡
県
内
各
支
部
長
が
推
薦
し
た
者

三　

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者

２　

前
項
の
保
護
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

３　

保
護
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
す
る
こ
と
が
あ
る
。

４　

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
し
た
保
護
員
の
う
ち
不
適
格
と
認
め
た
者
が
あ
る
と
き
は

解
任
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
三
条　

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
任
命
し
た
保
護
員
に
法
第
七
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
証

明
書
を
交
付
す
る
。

２　

保
護
員
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
と
き
は
、
前
項
の
証
明
書
及
び
別
に
知
事
が
交
付
す
る
鳥
獣
保
護

員
手
帳
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
四
条　

保
護
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

一　

鳥
獣
保
護
区
、
休
猟
区
等
の
区
域
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二　

鳥
獣
の
保
護
に
係
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

三　

鳥
獣
保
護
事
業
に
係
る
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

四　

鳥
獣
に
関
す
る
諸
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五　

狩
猟
の
指
導
及
び
取
締
り
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

２　

保
護
員
は
、
前
項
の
職
務
の
う
ち
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

環
境
部
自
然
環
境
課
長
（
以
下
「
自
然
環
境
課
長
」
と
い
う
。
）
の
、
第
五
号
に
規
定
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
所
轄
農
林
事
務
所
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条　

保
護
員
は
、
職
務
執
行
中
法
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
警
察
官
及
び
法
第
七
十
六
条
の
司
法
警
察
員
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一　

違
反
者
の
本
籍
、
現
住
所
、
職
業
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
免
状
番
号
及
び
猟
具

二　

違
反
の
日
時
及
び
場
所

三　

違
反
事
実
の
内
容

第
六
条　

保
護
員
は
、
狩
猟
期
間
中
は
週
二
回
、
そ
の
他
の
期
間
中
は
月
二
回
、
管
轄
区
域
内
を
巡
視

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
自
然
環
境
課
長
が
、
所
轄
農
林
事
務
所
長
と
協
議
し
必
要
と
認

め
た
場
合
は
、
別
途
知
事
の
指
示
す
る
年
間
巡
視
回
数
の
範
囲
内
で
一
箇
月
の
巡
視
回
数
を
増
減
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

保
護
員
は
、
職
務
執
行
中
は
、
職
務
に
専
念
す
る
も
の
と
し
、
保
護
員
が
狩
猟
免
許
を
受
け
た
者

で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
狩
猟
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３　

保
護
員
は
、
当
月
分
の
巡
視
報
告
書
（
様
式
第
一
号
）
を
、
翌
月
の
五
日
ま
で
に
、
自
然
環
境
課

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

自
然
環
境
課
長
は
、
提
出
さ
れ
た
巡
視
報
告
書
を
、
遅
滞
な
く
所
轄
農
林
事
務
所
長
に
回
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
）

２　

福
岡
県
鳥
獣
保
護
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
一
年
九
月
福
岡
県
訓
令
第
十
八
号
）

は
、
廃
止
す
る
。



様式第１号(第６条関係) 
 

巡  視  報  告  書 
（  月分） 

日   曜日 巡視した区域又は箇所 巡 視 の 状 況 
      

 
     年  月  日 

       ○○○市町村○○○○地区鳥獣保護員氏名○○○○印 

 

(注) 巡視の状況の欄には、次のことを記入すること。 

 1 巡視した区域又は箇所の状況 

 2 第５条の規定により警察官又は法第76条の司法警察員に通報したことが

あるときは、その詳細の説明 

 3 その他参考となる事項 

(日本工業規格Ａ４) 
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教
育
委
員
会

　

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

　
　
　

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

　

十
八　

教
育
力
向
上
の
推
進
に
係
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
五
条
第
四
号
中
「
同
意
又
は
認
可
」
を
「
基
準
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号

	
本　
　

庁　
　

	
出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長　
　

杉　

光　
　

誠　
　

　
　
　

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
（
平
成
十
年
三
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
第
二
号
ニ
中
「
同
意
又
は
認
可
」
を
「
基
準
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号

	

本　
　

庁　
　

	

出
先
機
関　
　

　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長　
　

杉　

光　
　

誠　
　

　
　
　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
八
月
福
岡
県
教
育
委
員

会
教
育
長
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
一
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

ロ　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
の
二
並
び
に
学
校
教
育
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
及
び
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指

定
都
市
を
除
く
。
）
町
村
立
の
幼
稚
園
、
小
学
校
及
び
中
学
校
の
設
置
廃
止
、
設
置
者
の
変
更

等
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
三
号

	

本　
　

庁　
　

	

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長　
　

杉　

光　
　

誠　
　

　
　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
六
年
四
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
五
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

別
表
六
第
一
項
第
一
号
中
「
幼
稚
園
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「

第
四
条
第
四
項
」
を
「
第
四
条
の
二
」
に
、
「
施
行
令
第
二
十
五
条
」
を
「
施
行
令
第
二
十
三
条
第

二
項
、
第
二
十
五
条
」
に
、
「
第
三
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
指
定
都
市
」
を
「
地
方
自
治
法
第

二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第

三
号
中
「
幼
稚
園
、
」
を
削
る
。

　

別
表
八
第
九
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同

項
第
三
号
中
「
市
町
村
」
を
「
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
当
該
市
町
村
」
に
、
「
に
同
意
」
を
「
を
行

っ
た
場
合
、
又
は
学
級
編
制
を
変
更
し
た
場
合
の
届
出
を
受
理
」
に
、
「
教
育
長
」
を
「
課
長
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３　

学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
学
校
教
育
法
施
行
令
第
二
十
三

　

条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の

　

高
等
部
の
学
級
の
編
制
及
び
変
更
を
認
可
す
る
こ
と
。

教
育
長

　

別
表
十
四
県
立
学
校
長
の
項
第
三
項
第
一
号
中
「
第
二
号
」
を
「
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

人
事
委
員
会

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中

「

」
を

「
職
員
研
修
所
所　

長

一　

種

」
に
、

職
員
研
修
所
所　

長

一　

種

次　

長

四　

種

次　

長

四　

種

公

文

書

館
館　

長

三　

種

「
農
業
大
学
校

校　

長

二　

種

」
を

「
農
業
総
合
試
験

場

場　

長

一　

種

」
に
改

副
校
長

教
務
部
長

四　

種

副
場
長

二　

種

管
理
部
長

研
究
企
画

部
長

分
場
長

三　

種

病
害
虫
防
除
所
所　

長

三　

種

農
業
総
合
試
験

場

場　

長

一　

種

副
場
長

二　

種

部
長
（
三

種
で
あ
る

も
の
を
除

く
。
）

四　

種

管
理
部
長

研
究
企
画

部
長

分
場
長

三　

種

病
害
虫
防
除
所
所　

長

三　

種

部
長
（
三

種
で
あ
る

も
の
を
除

く
。
）

四　

種

農
業
大
学
校
校　

長

二　

種

副
校
長

教
務
部
長

四　

種

め
、
同
表
公
安
委
員
会
の
項
中
「
、
豊
前
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
中

「
職

員

研

修

所	

所
長　

次
長

	

」
を

「
職

員

研

修

所	

所
長　

次
長

	

」
に
、

公

文

書

館	

館
長

「
農

業

大

学

校

校
長　

副
校
長　

教
務
部
長

」
を

病
害
虫
防
除
所

所
長　

支
所
長

農
業
総
合
試
験
場

場
長　

副
場
長　

管
理
部
長　

研
究
企
画
部
長　

総
務
課
長　

分

場
長

「
農
業
総
合
試
験
場

場
長　

副
場
長　

管
理
部
長　

研
究
企
画
部
長　

総
務
課
長　

分

場
長

」
に
改
め
る
。

病
害
虫
防
除
所

所
長　

支
所
長

農

業

大

学

校

校
長　

副
校
長　

教
務
部
長

　
　
　
附
　
則
　
　
　	

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

「

」
を

「

」
に
、

所長

所長

次長

次長

館長

研修主幹

研修主幹

副館長

職員研修所

職員研修所

公文書館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
校長

場長
副場長

」
を

副校長
教務部長
教授

所長

部長
分場長

課長
助教授

課長
支所長

次長
課長

副長
講師

副長

副長

農業大学校

病害虫防除所

農業総合試験
場
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「
場長
副場長

校長

」
に
改
め
る
。

部長
分場長

所長

副校長
教務部長
教授

次長
課長

課長
支所長

課長
助教授

副長

副長

副長
講師

農業総合試験
場

病害虫防除所

農業大学校

　

別
表
第
二
イ
甲
表
中

「
課長補佐
課長技術補佐
係長

」
を

「

課長補佐
課長技術補佐
企画主幹
係長

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
イ
甲
表
中

「

」
を

「
企画広報監

」
に
改
め
る
。

課長技術補佐

課長技術補佐
企画主幹

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制

定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

	

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

　
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人
事

委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
十
中

「

別に
定め
る　

別に
定め
る　

」
を

「

別に
定め
る　

別に
定め
る　

別に
定め
る　

」
に

別に
定め
る　

別に
定め
る　

別に
定め
る　

別に
定め
る　

別に
定め
る　

別に
定め
る　

別に
定め
る　

別に
定め
る　

別に
定め
る　

別に
定め
る　

４

11

４

14

４

８

４

11

４

14

３

７

３

10

３

４

３

７

３

10

４

４

５

７

１

１

４

４

５

７

０

２

２

０

０

２

２

０

０

大 学 卒

短 大 卒

大学６卒

大 学 卒

短 大 卒

薬剤師

薬剤師

改
め
、
同
表
の
備
考
を
備
考
第
一
項
と
し
、
同
表
の
備
考
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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２　

薬
剤
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
16年

法
律
第
134号

）
附
則
第
３
条
の

規
定
に
よ
り
薬
剤
師
と
な
つ
た
者
に
適
用
さ
れ
る
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
は
、

「大
学

６
卒

」の
区
分
と
す
る
。

　

別
表
第
十
七
第
一
項
第
三
号
学
歴
免
許
等
の
資
格
欄
中
「学

校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
院
専
門

職
学
位
課
程
の
修
了

」
を
「⑴

　

学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
院
専
門
職
学
位
課
程
の
修
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵

　

上
記
に
相
当
す
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
学
歴
免
許
等
の
資
格
欄
中
「獣

医
学

」
を
「薬

学
若
し
く
は
獣
医
学

」
に
改
め

る
。

　

別
表
第
二
十
四
中

「

」
を

「

」
に
、

「

２級５号給

」
を

「

２級19号給

２級５号給

」
に
改
め
、
同

２級17号給

２級19号給

大 学 卒

大 学 ６ 卒

大 学 卒

大 学 ６ 卒

大 学 ６ 卒

薬 剤 師

薬 剤 師

表
の
備
考
中
「備

考

」
を
「備
考
第
１
項

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
を
備
考
第
一
項
と
し
、
同
表
の
備

考
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
　
　
２　

医
療
職
給
料
表
㈡
級
別
資
格
基
準
表
の
備
考
第
２
項
に
掲
げ
る
者
に
適
用
さ
れ
る
学

歴
免
許
等
欄
の
区
分
は
、

「大
学
６
卒

」の
区
分
と
す
る
。

　

別
表
第
三
十
一
中
「

58

58

58

58

59

59

59

59

60

60

60

60

61

		

」

を
「

57

58

58

58

58

58

59

59

59

59

59

60

60
　

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
十
四
中
「

86

86

86

87

87

87

88

88

88

89

89

89

90

90

90

91

91

91

92

92

92

93

93

93

93

94

94

94

94

95

95

95

95

96

96

96

96

97

97

97

98

98

98

99

99

」
を
「

85

86

86

86

86

87

87

87

87

88

88

88

88

89

89

89

90

90

90

91

91

91

92

92

92

93

93

93

93

94

94

94

94

95

95

95

95

96

96

96

96

97

97

98

98
　

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
十
六
中
「

58

58

59

59

60

60

61

61

61

61

62

62

62

62

63

63

63

63

64

64

64

64

65

65

65

65

65

65

65

66

66

66

66

66

66

66

67

67

67

67

67

67

67

68

68

68

68

68

68

68

69

69
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69

69

69

69

69

70

70

70

70

70

70

70

71

71

71

71

71

71

71

72

72

」
を
「

57

58

58

58

59

59

59

60

60

60

61

61

61

61

62

62

62

62

63

63

63

63

64

64

64

64

65

65

65

65

65

65

65

65

66

66

66

66

66

66

66

66

67

67

67

67

67

67

67

67

68

68

68

68

68

68

68

68

69

69

69

69

69

70

70

70

70

70

71

71

71

71

71
　

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
十
七
中
「

66

66

66

66

67

67

67

67

68

68

68

68

69

69

69

69

69

69

69

70

70

70

70

70

70

70

71

71

71

71

71

71

71

72

」
を
「

65

66

66

66

66

66

67

67

67

67

67

68

68

68

68

68

69

69

69

69

69

69

70

70

70

70

70

70

71

71

71

71

71

71

　

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
十
八
中
「

90

91

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

98

99

100

101

101

101

102

102

102

103

103

103

104

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

109

110

110

110

111

111

」
を
「

89

90

90

91

91

92

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

101

101

102

102

102

103

103

103

104

104

104

105

105

105

106

106

106

107

107

107

108

108

108

109

109

110

110

		

」

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
十
、
別
表
第
十
七
及
び
別
表
第
二

　

十
四
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整

以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個
別
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
の
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る

号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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再
　
　
　
掲

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日

	

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
を
第
一
条
の
四
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
条
例
第
二
条
第
三
号
イ
⑶
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
）

第
一
条
の
二　

条
例
第
二
条
第
三
号
イ
⑶
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
は
、
一
週
間
の

勤
務
日
が
三
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
非
常
勤
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら

れ
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
一
年
間
の
勤
務
日
が
百
二
十
一
日
以
上
で
あ
る
非
常
勤
職
員
と
す
る
。

　

（
条
例
第
二
条
の
二
第
三
号
ロ
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
）

第
一
条
の
三　

条
例
第
二
条
の
二
第
三
号
ロ
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
と
し
、
同
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
が

あ
っ
た
時
点
に
お
い
て
判
明
し
て
い
る
事
情
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

条
例
第
二
条
の
二
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
子
に
つ
い
て
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
実
施

を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
該
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
（
以
下
「
一
歳
到
達
日
」

と
い
う
。
）
後
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
場
合

　

二　

常
態
と
し
て
条
例
第
二
条
の
二
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
子
を
養
育
し
て
い
る
当
該
子
の
親

で
あ
る
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
で
あ
っ
て
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す

る
予
定
で
あ
っ
た
も
の
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合

　
　

イ　

死
亡
し
た
場
合

　
　

ロ　

負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困

難
な
状
態
に
な
っ
た
場
合

　
　

ハ　

常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
し
て
い
る
当
該
子
の
親
で
あ
る
配
偶
者
が
当
該
子
と
同
居
し
な

い
こ
と
と
な
っ
た
場
合

　
　

ニ　

六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
場

合
又
は
産
後
八
週
間
を
経
過
し
な
い
場
合

　

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
は
、
育
児
休
業
承
認
請
求
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
行
い
、
条
例
第

二
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
て
育
児
休
業
の
承
認
を
請
求
す
る
場
合
を
除
き
、
育
児
休

業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
（
条
例
第
二
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
週

間
）
前
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
非
常
勤
職
員
が
条
例
第
二
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
て
育
児
休
業
の
承
認

を
請
求
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

第
三
条
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
本
文
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
本
文
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
中
「
第
一
条
の
二
」
を
「
第
一
条
の
四
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
本
文
」
に
改
め

る
。

　

様
式
第
一
号
中
「様

式
第
１
号

（第
１
条
の
２
、
第
５
条
関
係

）
」
を
「様

式
第
１
号

（第
１
条
の

４
、
第
５
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（育児休業承認請求書の裏面） 
記入上の注意 

１ この請求書（非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業及び育児休業の期間の延長に係る

ものを除く。）には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類（医師又

は助産師が発行する出生(産)証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届

受理証明書等）を添付すること（写しでも可）。 
２ 「２ 請求の内容」欄の「非常勤職員の１歳６か月までの子の育児休業」とは、福岡県職員の育

児休業等に関する条例（平成４年福岡県条例第４号。以下「条例」という。）第２条の２第３号に

掲げる場合に該当してする育児休業をいう。 
 ３ 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１ 請求に係 

る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。 
 ４ 非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業をしようとする場合は、所属、職、氏名、「３  
  請求期間」欄及び「４ 既に育児休業をした期間」欄のみを記入すること。 
 ５ 「５ 配偶者」欄は、非常勤職員が１歳２か月までの子の育児休業又は１歳６か月までの子の育 

児休業をしようとする場合（条例第２条の２第２号又は第３号に掲げる場合に該当して育児休業の 
承認を請求する場合）に記入すること。 

 ６ 「６ 備考」欄には、(ア)請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育する場合(当該請求に係る 
子の出生の日から５７日間に、職員（当該期間内に産後休暇（福岡県職員の勤務時間、休暇等に関 
する規則(平成 10 年福岡県人事委員会規則第 5 号)第 16 条第 1 項第 7 号に掲げる場合における休暇 
をいう。)により勤務しなかった職員を除く。）が当該請求に係る子について最初の育児休業をする 
場合を除く。)においては、その氏名、請求者との続柄及び生年月日を、(イ)請求に係る子が養子の 
場合においては、養子縁組の効力が生じた日を、(ウ)請求に係る子以外の子について現に育児休業 
の承認を受けている場合においては、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に 
係る期間等を記入すること。 

 ７ 該当する□にはレ印を記入すること。 
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様
式
第
五
号
中
「
（裏

面

）
」
を
「
（部

分
休
業
承
認
請
求
書
の
裏
面

）
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
八
号

　
　
　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
中
「
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
京
築
広

域
景
観
計
画
に
お
け
る
景
観
形
成
重
点
地
区
に
係
る
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
屋
外
広
告
物
又
は
掲

出
物
件
の
規
格
は
、
別
表
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
同
計
画
に
お
け
る
屋
外
広
告
物
の
表
示
及
び

屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置
に
関
す
る
行
為
の
制
限
に
関
す
る
事
項
の
と
お
り
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
当
該
各
号
に
定
め
る
届
出
書
」
を
「
屋
外
広
告
物
管
理
者
等

設
置
・
変
更
届
（
様
式
第
五
号
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
場
合　

屋
外
広
告
物
管
理
者
設
置
・

変
更
届
（
様
式
第
五
号
）
」
を
「
場
合
」
に
、
「
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
届
出
書
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
を
「
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
屋
外
広
告
物
設
置
者
変

更
届
（
様
式
第
六
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
屋
外
広
告
物
表
示
者
等
氏
名
・
住
所
等
変
更
届

（
様
式
第
七
号
）
」
を
削
る
。

　

第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
中
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
「
法
定
代
理
人
」
の
下
に
「
（
当

該
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
第
二
号

を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

登
録
申
請
者
が
未
成
年
で
そ
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員

　

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

様式第５号(第１２条関係) 

 

屋外広告物管理者等設置・変更届 

年  月  日 

          殿 

                          〒(    －      ) 

届出者 住 所                 

氏 名               印 

電 話（    －     －    ）    

法人にあっては、主たる事務所の所在地、

商号又は名称及び代表者の氏名 

 

  屋外広告物（屋外広告物を掲出する物件）の

ので、次のとおり届け出ます。 
 

□  管理者を設置した 

□  表示者 設置者 管理者 を変更した

□ 表示者 設置者 管理者  の氏名 

若しくは名称又は住所を変更した 
 

許 可 年 月 日 及 び 番 号       年  月  日     第      号 

表 示 ( 設 置 )の期間 
      年     月     日 から 

      年     月     日 まで 

表 示 ( 設 置 )の場所   

種 類    数  量
枚

個

管理者設置 

変 更 
年 月 日 年     月     日 

届

出

事

項 

管理者設置の場合 

住所 〒(   －     ) 

電話（   －    －   ）

氏名 
印 

資格 

変更の場合 

新

表

示

又

は

設

置

者

住所 〒(   －     ) 

電話（   －    －   ）

氏名 
(名称) 

旧

住所 〒(   －     ) 

電話（   －    －   ）

氏名 
(名称) 

新 管 

理 

者 

住所 〒(   －     ) 

電話（   －    －   ）

氏名 
印 

資格 

旧

住所 〒(   －     ) 

電話（   －    －   ）

氏名 
   

注 １ ［     ］内は、該当する箇所（□）に「レ印」を記入してください。 

２ 「表示者 設置者 管理者」については、該当するものを○で囲んでください。 

  ３ 管理者の資格が必要な場合、「資格」欄に資格の名称を記入するとともに、それを証

する書面を添付してください。 

  ４ 氏名を自署する場合は、押印を省略することができます（個人の場合に限る。）。 
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様
式
第
６
号　
削
除

様
式
第
７
号　
削
除

　

様
式
第
十
三
号
か
ら
様
式
第
十
五
号
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１３号（第１８条関係） 

 

年  月  日 

 

   福 岡 県 知 事     殿 

 

申請者 住 所 

氏 名                 印 

 
 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、商号 
又は名称及び代表者の氏名 

 

屋 外 広 告 業 登 録 申 請 書  

 

屋外広告業の登録を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。 
 

登録の種類 
新規 

更新 

 ※登録番号 屋外広告業登録  第   号 

 ※登録年月日 年     月   日 

法人・個人の別 １ 個人   ２ 法人 

フ リ ガ ナ 
商号、名称又は氏名 

法人にあっては、商号又
は名称及び代表者の氏名 

 

住    所 〒（   －   ） 

 

電話（    －  －    ）

１ 管内におい

て営業を行う

営業所の名称

及び所在地 

営業所の名称 営業所の所在地（郵便番号） 電話番号 

 

  

２ 業務主任者

の氏名及びそ

の所属する営

業所の名称 

所属営業所名 業務主任者の氏名 摘 要 

 
  

３ 法人である
場合の役員（ 
業務を執行する
社員、取締役、
代表者、執行役
又はこれらに準 
ずる者）の職
名及び氏名 

職名 氏名 職名 氏名 

 

 

 

   

４ 他の地方公

共団体におけ

る登録状況 

登録を受けた地方公共団体名 登録年月日 登録番号 

   

（第１紙） 

 

 

証 紙 欄 

法人にあっては、主た

る事務所の所在地 
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５ 未成年者で

ある場合の法

定代理人の氏

名及び住所 

氏  名  

 

 

 

住  所 〒（   －   ） 

 

 

         電話（    －  －    ）
６ 法定代理
人が法人であ
る場合のその
役員(業務を執

行する社員、取

締役、代表者、

執行役又はこれ

らに準ずる者)

の職名及び氏
名 

職名 氏名 職名 氏名 

 

 

 

   

７ 管内におい

て営業を行う

営業所が２以

上ある場合の

営業所の名

称及び所在

地並びに業

務主任者の

氏名及びそ

の所属する

営業所の名

称 

営
業
所
２ 

営業所の名称 営業所の所在地（郵便番号） 電話番号 

 

 

  

所属営業所名 業務主任者の氏名 摘 要 

   

営
業
所
３ 

営業所の名称 営業所の所在地（郵便番号） 電話番号 

 

 

  

所属営業所名 業務主任者の氏名 摘 要 

   

注 １ ※印のある欄には初回登録の場合、記入しないこと。 
２ 「新規 更新」及び「法人・個人の別」については、それぞれ該当するものを〇で囲むこと。 
３ 摘要欄には、屋外広告士、講習会修了者その他の業務主任者の要件を満たす資格を記入すること。 
４ 次の書面を添付すること。 
(1) 登録申請者（法人にあってはその役員を、未成年者にあってはその法定代理人（当該法定代理人が法人
である場合には当該法人及びその役員）を含む。）が登録拒否の要件に該当しない旨の誓約書 

(2) 業務主任者がその資格に適合することを証する書面 
(3) 業務主任者が在籍していることを証する書面（健康保険被保険者証の写し等） 
(4) 登録申請者（法人にあってはその役員をいい、未成年者にあってはその法定代理人（当該法定代理人が
法人である場合にはその役員）を含む。）の略歴書 

(5) 法人（未成年者の法定代理人である法人を含む。）にあっては登記事項証明書、個人（未成年者の法定
代理人である個人を含む。）にあっては住民票の写し（いずれも３か月以内に発行されたもの） 

５ この申請書の各欄に記入できないものは、別紙に記入の上添付すること。 
６ 申請書の記載が第１紙で完了する場合は、第２紙は提出する必要がないこと。 
７ 管内において営業を行う営業所が２以上ある場合は、第２紙を利用することができます。 
８ 氏名を自署する場合は、押印を省略することができます（個人の場合に限る。）。 
                

（第２紙） 

法人にあっては、

商号又は名称及び

代表者の氏名 

法人にあっては、

主たる事務所の所

在地 
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様式第１３号の２（第１８条関係） 

 

 

 

福 岡 県 知 事     殿 

 

 

 

誓  約  書 

 

 

 

 

登録申請者            は、屋外広告物条例に定める登録拒否の要件に 

 
 
 
 
 

該当しない者であることを誓約します。 

 

 

 

年  月  日   

 

 

 

 

 

 

 

申請者              印   

 

 

 

 

注 １ 「本人 法人の役員 法定代理人 法定代理人（法人）の役員」は、該当する

ものを○で囲むこと。 

  ２ 氏名を自署する場合は、押印を省略することができます（個人の場合に限

る。）。 

               

本    人 

法 人 の 役 員 

法 定 代 理 人 

法定代理人（法 
人 ） の 役 員 
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様式第１４号（第１８条関係） 

 

                 

登録申請者               の略歴書 

 

 

 

現 住 所 

〒（   －   ） 

 

電話 （   －  －   ）

氏名（法人にあっ

ては、役員の氏

名） 

 
生年

月日
年  月  日

略 
 
 
 
 

歴 

期 間 

自 年 月 日 

至 年 月 日 

職務内容又は業務内容 

  

賞 

罰 
等 

年 月 日 賞 罰 等 の 内 容 

  

 

上記のとおり相違ありません。 

 

年  月  日 

氏 名                 印 

 
注 １ 「本人 法人の役員 法定代理人 法定代理人（法人）の役員」は、該当する

ものを○で囲むこと。 
２ 「職務内容又は業務内容」は、屋外広告業に係る職務内容又は業務内容を全て
記載すること。 

３ 「賞罰等」は、屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰
金以上の刑に処せられた経歴及び屋外広告業の登録の取消し又は営業停止に係る
処分を受けた経歴（役員としての経歴を含む。）について記入すること。 

４ 氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。 

 

本    人

法 人 の 役 員

法 定 代 理 人

法定代理人（法
人 ） の 役 員
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様式第１５号（第１８条の２関係） 
 

年  月  日 

福 岡 県 知 事   殿 

 

届出者 住 所 

氏 名               印 
 
法人にあっては、主たる事務所の所在地、 
商号又は名称及び代表者の氏名 

 
屋外広告業登 録 事 項 変 更 届 出 書  

 

屋外広告業の登録事項に変更が生じたので、次のとおり届け出ます。 
 

登 録 番 号 屋外広告業登録  第   号 

登録年月日 年   月   日 

変更に係る事項 変更前 変更後 変更年月日 

１ 商号、名称又は氏名 

２ 住所 

 

３ 営業所の名称又は
所在地 

４ 役員の氏名 

５ 法定代理人の氏名
又は住所 

 

 

６ 業務主任者の氏名
又はその所属営業所 

  

 

 
注 １ 変更に係る事項については、該当するものを○で囲むこと。 

２ 変更に係る事項が次のいずれかに該当するときは、当該事項に該当する書
類を添付すること。 
(1) 商号、名称若しくは氏名又は住所の変更 法人にあっては登記事項証明書、 
個人にあっては住民票の写し 

(2) 営業所の名称又は所在地の変更 登記事項証明書（商業登記の変更を必要
とする場合に限る。） 

(3) 法人の役員の変更 登記事項証明書並びに誓約書及び略歴書 
(4) 法人の役員の氏名の変更 氏名の変更が確認できる書類 
(5) 法定代理人の変更 誓約書、略歴書及び住民票の写し（法人にあっては、
登記事項証明書） 

(6) 業務主任者の変更 資格に適合することを証する書面及び在籍することを
証する書面 

３ 氏名を自署する場合は、押印を省略することができます（個人の場合に限る。）。 

法人にあっては、主た

る事務所の所在地 

法人にあっては、商号又

は名称、代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地

並びに役員の氏名 
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様式第１５号の２（第１８条の２関係） 

 

年  月  日 

 

  福 岡 県 知 事   殿 

 

届出者 住 所 

氏 名               印 

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、 
商号又は名称及び代表者の氏名 

 

屋 外 広 告 業 廃 業 等 届 出 書 

 

屋外広告業の廃業等となりましたので、次のとおり届け出ます。 

 

登 録 番 号 屋外広告業登録  第   号 

登録年月日 年   月   日 

 

屋外広告業者の住所及

び商号、名称又は氏名 

法人にあっては、主

たる事務所の所在

地、商号又は名称及

び代表者の氏名 

 

住所 

 

 

商号、名称又は氏名 
 

届 出 理 由 

１ 死亡    ２ 消滅    ３ 破産 

 

４ 解散    ５ 廃止 

届出理由の生じた日 年   月   日 

屋外広告業者と届出人

との関係 

１ 相続人  ２ 元代表役員  ３ 破産管財人 

 

４ 清算人  ５ 本人 

 

注 １ 「届出の理由」及び「屋外広告業者と届出人との関係」については、それぞれ

該当する番号を○で囲むこと。 

２ 氏名を自署する場合は、押印を省略することができます（個人の場合に限

る。）。 
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。

）
第
五
条
第
二
項
の
景
観
形
成
重
点
地
区
に
お
い
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
適
法
に
設
置
さ

れ
て
い
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
で
あ
っ
て
、
同
項
に
規
定
す
る
規
格
に
適
合
し
な
い
も
の
（
新
規

則
第
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
簡
易
な
広
告
物
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
既
存
不
適
格

広
告
物
」
と
い
う
。
）
の
規
格
は
、
変
更
又
は
改
造
を
行
わ
な
い
間
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
新
規
則
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
変
更
又
は
改
造
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
変
更
又

は
改
造
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
様
と
す
る
。

　

一　

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
形
状
、
寸
法
及
び
主
要
構
造
に
変
更
を
来
さ
な
い
程
度
の
改
造
、
補

強
又
は
修
理
（
当
該
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
老
朽
化
に
伴
い
主
要
部
分
に
つ
い
て
行
う
も
の
を

除
く
。
）

　

二　

色
彩
が
新
規
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
格
に
適
合
す
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に
つ
い

て
行
う
塗
装
替
（
表
示
の
内
容
、
意
匠
、
色
彩
及
び
面
積
を
変
更
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

　

三　

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
に
つ
い
て
行
う
、
新
規
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
格
に
適
合

す
る
広
告
物
へ
の
取
替
え
（
当
該
物
件
の
許
可
の
期
間
内
に
同
一
業
務
に
関
し
て
行
う
も
の
に
限

る
。
）

３　

既
存
不
適
格
広
告
物
に
係
る
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
又
は
改
造
は

、
新
規
則
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

４　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。


